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ま え が き 

 

公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会（以下、JILS）では、設立以来、物流・ロジ

スティクスの高度化と普及促進を通じ、産業界の発展、国民生活の向上、ひいては国際社会への

貢献をめざし活動を展開してきた。 

物流は国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、その効率化と持続可能性確

保は、長年にわたる我が国における重要な課題であった。しかし、これまで多くの荷主企業にお

いて、物流・ロジスティクスは、経営戦略上の重要課題としては位置付けられてこなかった。 

こうした中、2024 年４月から適用されたトラックドライバーの時間外労働時間上限規制（年間

960 時間）および改正改善基準告示の施行により起こる諸問題、いわゆる「2024 年問題」を契機

として、労働環境の変化や物流停滞の懸念を背景に、物流に対する社会的関心が一気に高まるこ

ととなった。 

JILS では、2024 年問題に関しては、「物流変革の波：2024 年問題対応に向けた実態調査」の公

表、課題解決に向けたソリューションの提示、関連企業へのインタビュー、一般紙への意見広告

やメディア発信、各種セミナー・講演会・研究会の開催など、多面的な取り組みを重ねている。 

我々を取り巻く課題解決のためには、荷主企業はサプライチェーン全体を把握し、最適化や標

準化、先進技術の導入、データ活用基盤の整備など抜本的な改革を進めることが求められる。そ

のような状況において、法制化により特定事業者に選任が義務化される物流統括管理者は、組織

内外の連携を主導し、持続可能な物流モデルを確立する中核的存在として、活躍が期待されてい

る。 

本報告書は、物流関連二法（流通業務総合効率化法および貨物自動車運送事業法）の改正に伴

い、特定事業者に「物流統括管理者」の選任が義務化されることを見据え、荷主企業の現状およ

び課題などを明らかにすることを目的として取りまとめたものである。 

本調査では、アンケートによる実態把握に加え、有識者インタビューを通じて、最低限の要件

を満たすだけではない、より視座の高い物流統括管理者のあるべき姿などについて検討を加えた。

また行政や業界団体に向けて、今後、環境整備や支援が必要な対象についても検討した。 

本報告書が、物流統括管理者の認知向上と高度化に寄与し、わが国ロジスティクスの質的向上

に資する一助となれば幸いである 

末尾ではあるが、本調査の実施にあたり、アンケートおよびヒアリング調査にご協力いただい

た回答企業および業界団体ならびに有識者の皆様に対し、心より感謝の意を表する。 

 

                    2025 年 1 月 

                    公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 

                           JILS 総合研究所  



- 2 - 

 

 

 

  
 

エグゼクティブサマリー 
 

本調査は、「物流統括管理者」の選任が義務化されることを見据え、荷主企業の現状や課題を明

らかにすることを目的として取りまとめたものである。具体的には、アンケートによる実態把握

に加え、有識者５名へのインタビューを通じ、最低限の要件を満たすだけではない、より視座の

高い物流統括管理者のあるべき姿などについて検討した。また、行政や業界団体が、今後、環境

整備や支援すべき対象についても検討した。 

アンケートは、JILS のメールマガジン他、物流の適正化・生性向上に関する「自主行動計画」

を作成・公表している 71 の業界団体に協力いただいた（業界団体を通じ約 9,000 社に送付）。 

アンケート総回答数は 574 件、うち有効回答数（必須入力項目すべてに回答）は 229 件であっ

た。なお、回答期間は、2024 年７月 31 日より同年９月６日までである。 

 

１．荷主企業の現状 

自社の現時点でのロジスティクスの水準について、「その対応すら困難なレベル（５段階評価

のうちのレベル１）」または「最低限のオペレーション・法令遵守が可能なレベル（レベル２）」

いずれかに該当する企業が、回答企業全体の 29.3%を占めた。 

今回、アンケートに回答した企業が全て法制化により特定事業者に指定される訳ではないが、

仮に特定事業者になった場合には、少なからぬ企業が法令遵守に困難を抱える可能性があるとわ

かった。 

 

２．荷主企業の課題 

本調査では、荷主企業の現在取り組んでいる課題および将来取り組むべき課題について質問を

している。回答結果を重回帰分析により解析した結果、「物流コストの可視化・適正化」、「自

社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善」、「営業部門・調達部門との連携」、「調達先や

物流事業者との協議」、「デジタル化推進」、「輸送効率化・共同輸配送」、「ドライバーの生

産性向上に向けた積載率向上」、「環境」や「BCP」などの課題への取り組みが、現時点のロジス

ティクス水準を高める影響を与えることがわかった。 

 

３．より視座の高い物流統括管理者のあるべき姿 

 有識者インタビューでは、最低限の要件を満たすだけではない、より視座の高い物流統括管理

者を目指す際の役割と理想像が示された。物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆる CLO

（Chief Logistics Officer）としての経営管理の視点や役割も期待されている一方、さらに高い

レベルとして CSCO（Chief Supply Chain Officer）として物流を起点に経営に寄与することを求

められており、「全体的なサプライチェーンの最適化をミッションとするべきであるとの意見があ

った。 

 

４．環境整備や支援をすべき対象 

公益性の観点から、まずは特定荷主全体のロジスティクス水準の底上げが重要であり、「法令遵

守に困難を抱えているグループ」および「最低限の法令遵守ができているグループ」が特に優先

度が高いセグメントであるとの結論に至った。回答企業からは「何をすればよいのか分からな

い」、「新しいルールが複雑で対応に戸惑っている」といった声が寄せられており、行政や業界団

体の支援が求められている。具体的な支援策としては、特定荷主が法令遵守のために必要な対応

を正しく認識できるよう、情報発信をおこなうことや、物流統括管理者に向けた最低限の知識を

習得できる教育プログラムを提供することについて検討した。 

特定荷主企業への法令遵守に向けた認知活動が急務 
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第１章 調査の概要 

１．調査の背景と目的 

1.1 今回の調査実施に至った背景 

2024 年２月 13 日に閣議決定公表された物流関連二法の改正案により自らの貨物輸送量が一定

量を超える特定荷主に対し、物流統括管理者の選任が義務化されることとなった。また、「荷待

ち・荷役時間の削減」、「積載効率の向上」の２つの物流効率化措置が同改正法案の中で荷主に

対しても義務化されたことで、物流統括管理者が責任者としてこれらの物流効率化措置を主導す

る義務を負うことになった。 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する

法律案（以下、新物効法）の第 47 条および第 66 条では、特定事業者のうち特定荷主および特定

連鎖化事業者に対し、物流統括管理者の選任を義務付けている。物流統括管理者は、次に掲げる

業務を統括管理する者を選任しなければならないとしている。 

 

① 中長期的な計画の作成 

② 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資

の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管

理体制の整備に関する業務 

③ その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定め

る業務 

 

本調査を開始した 2024年 4月の時点では、物流統括管理者が具体的にどのような業務を担い、

どのような責務を果たすべきかについては、政省令により定められるとされ、まだ明らかになっ

ていなかった。 

そこで、特定事業者に「物流統括管理者」の選任が義務化されることを見据え、荷主企業の現

状や課題を明らかにすることを目的として、アンケート調査を実施した。 

さらに、有識者インタビューを通じ、最低限の要件を満たすだけではなく、より視座の高い物

流統括管理者のあるべき姿についても検討した。また、行政や業界団体に向けて、今後の環境整

備や支援が必要な対象についても検討をおこなった。 

 

1.2 今回の調査における目的 

 物流関連二法の改正に伴い、特定事業者に選任が義務化される「物流統括管理者」について、

アンケート調査および有識者インタビュー（ヒアリング調査）の両側面から調査を実施した。 

アンケート調査では、「物流統括管理者」の選任が義務化されることを見据え、荷主企業の現

状や課題を明らかにすることを目的とした。 JILS 会員への告知に加え、物流の適正化・生産性

向上に関する「自主行動計画」を作成・公表している業界団体にも協力を要請した。 

参考までに、当初は、図表 1-1のように荷主企業を物流統括管理者の視点から CLO1.0～CLO3.0

の 4 つのセグメントに分類できるのではないかという調査仮説を検討していた。 
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図表 1-1 調査仮説とセグメント分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有識者インタビューでは、先進荷主企業の物流・ロジスティクス責任者および有識者に対し、

物流統括管理者の選任・組織運営についてインタビューを実施した。 

特に、最低限の要件を満たすだけでなく、より視座の高い物流統括管理者を目指すうえで必要

な要件についてヒアリング調査をおこなった。 

アンケート調査およびヒアリング調査から得られた知見を取りまとめ、ロジスティクスレベル

の向上を図る企業や、より視座の高い物流統括管理者を目指す企業に対し、具体的な道筋を例示

することを目的とした。 

さらに、関連する行政や業界団体が、今後環境整備や支援すべき対象についても検討をおこな

った。おこなった。 

 

なお、本報告書においては、物流およびロジスティクスの定義については、JIS（日本産業標

準規格）の物流用語の定義を参考としている。 

その中で、物流については、「物資を供給者から需要者へ、時間的および空間的に移動する過

程の活動。一般的には、包装、輸送、保管、荷役、流通加工およびそれらに関連する情報の諸機

能を総合的に管理する活動（調達物流、生産物流、販売物流、回収物流など対象領域を特定して

呼ぶこともある）」とされている。 

あわせて、ロジスティクスは「物流の諸機能を高度化し、調達、生産、販売、回収などの分野

を統合して、需要と供給の適正化をはかるとともに顧客満足を向上させ、あわせて環境保全およ

び安全対策をはじめ社会的課題への対応をめざす戦略的な経営管理」と定義されている。 

なお、本報告書では、SCM や物流・ロジスティクスを担当する部門については、特に断りがな

い限り「物流・ロジスティクス部門」と呼称する。 
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２．回答企業の構成 

2.1 有効回答数と有効回答率 

アンケートについては JILS のメールマガジンやホームページなどを通じて広く回答を求めた。

あわせて、物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成・公表している 71 の業

界団体に協力いただいた（業界団体を通じ延べ約 9,000 社に送付）。 

アンケート総回答数は 574 件、そのうち有効回答数（必須入力項目すべてに回答）は 229 件で

あった。なお、回答期間は、2024 年７月 31 日より９月６日まで。 

 

2.2 会員・会員外別回答数 

図表 1-2 は、JILS 会員・会員外別の回答数内訳を示している。なお、回答企業の会員・会員外

区分は、アンケート票の集計時点での登録状況を反映している。会員企業からの回答数は 94 社

（41.0％）、会員外企業は 107 社（46.7％）、社名の記載がないため不明が 28 社（12.2％）で

あった。  

 

2.3 業種別回答数 

図表 1-3 は、回答数を業種別の回答数内訳を示している。業種大分類別にみると、製造業が

129 社（56.3％）、卸売業が 34 社（14.8％）、小売業が 45 社（19.7％）、その他が 21 社

（9.2％）であった。その他には未回答１社を含めている。参考情報として、次ページにさらに

詳細な業種分類別の回答数を掲載している。 

 

2.4 資本金別回答数 

図表 1-4 は、回答数を企業の資本金別の回答数内訳を示している。「３億円より大きい」が最

も多く 94 社（60.7％）、次いで「5,000 万円より大きく１億円以下」が 34 社（14.8％を占め

る。 

 

図表 1-2 

JILS 会員・会員外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3 

業種大分類別 

 

図表 1-4 

資本金規模別 

 

 

 

  

(n=229) (n=229) (n=229) 
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【参考】 回答数と内訳（業種・業界別） 

 

  
回答数 構成比 ｺｰﾄﾞ番号 回答数 構成比 ｺｰﾄﾞ番号 回答数 構成比

製造業 129 56.3% 食品（要冷・常温） 04･05 35 15.3% 食品 ビール 101 3 1.3%

酒類 102 1 0.4%

清涼飲料 103 4 1.7%

乳製品 104 3 1.3%

食肉加工品 105 0 0.0%

調味料 106 0 0.0%

菓子 107 8 3.5%

小麦関連 108 6 2.6%

水産加工品 109 2 0.9%

その他食品 110 8 3.6%

繊維 06 1 0.4% 繊維 201 1 0.4%

紙・パルプ 07･08 6 2.6% 紙・パルプ 製紙 301 2 0.9%

加工品(製品) 302 4 1.7%

プラスチック・ゴム 10 6 2.6% 化学工業 プラスチック 506 1 0.4%

ゴム 507 5 2.2%

化学繊維 11 0 0.0% 化学繊維 504 0 0.0%

石鹸・洗剤・塗料 12 1 0.4% 日用雑貨 505 1 0.4%

塗料 508 0 0.0%

医薬品 13 1 0.4% 医薬品 509 1 0.4%

化粧品 14 2 0.9% 化粧品 510 2 0.9%

その他化学工業 15 11 4.8% 総合化学 501 6 2.6%

無機化学工業製品 502 0 0.0%

有機化学工業製品 503 3 1.3%

その他化学工業 511 2 0.9%

石油製品･石炭製品 16 1 0.4% 石油製品･石炭製品 601 1 0.4%

窯業･土石･ｶﾞﾗｽ･ｾﾒﾝﾄ 17 3 1.3% 窯業･土石･ガラス･セメント 701 3 1.3%

鉄鋼 18 4 1.7% 鉄鋼 801 4 1.7%

非鉄金属 19 3 1.3% 非鉄金属 電線 901 3 1.3%

その他非鉄金属 902 0 0.0%

金属製品 20 3 1.3% 金属製品 1001 3 1.3%

一般機器 21 7 3.1% 一般機器 産業機械 1101 7 3.1%

工作機械 1102 0 0.0%

その他一般機器 1104 0 0.0%

電気機器 22･23 23 10.2% 電気機器 総合電機 1201 2 0.9%

家電・ＡＶ 1202 3 1.3%

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・周辺機器 1203 0 0.0%

通信機器 1204 1 0.4%

電気･電子部品 1205 7 3.1%

その他電気機器 1206 10 4.5%

精密機器 24 3 1.3% 精密機器 時計 1401 0 0.0%

光学・レンズ 1402 0 0.0%

医療機器 1403 1 0.4%

その他精密機器 1404 2 0.9%

物流用機器 25 0 0.0% 物流用機器 1103 0 0.0%

輸送用機器 26 10 4.3% 輸送用機器 自動車 1301 3 1.3%

自動車部品 1302 4 1.7%

その他輸送用機器 1303 3 1.3%

出版・印刷 28･29 1 0.4% 出版・印刷 401 1 0.4%

その他製造業 30 8 3.6% その他製造業 1500 8 3.6%

卸売業 34 14.8% 卸売業（総合商社） 51 8 3.5% 卸売業 卸売業（総合商社） 2001 8 3.5%

卸売業（食品飲料系） 52 9 3.9% 卸売業（食品飲料系） 2002 9 3.9%

卸売業（医薬品系） 53 2 0.9% 卸売業（医薬品系） 2003 2 0.9%

卸売業（日用雑貨系） 54 2 0.9% 卸売業（日用雑貨系） 2004 2 0.9%

卸売業（繊維衣料品系） 55 1 0.4% 卸売業（繊維衣料品系） 2005 1 0.4%

卸売業（機器系） 56 1 0.4% 卸売業（機器系） 2006 1 0.4%

その他卸売業 57 11 4.8% その他卸売業 2007 11 4.8%

小売業 45 19.7% 小売業（百貨店） 58 30 13.1% 小売業 小売業（百貨店） 3001 30 13.1%

小売業（量販店） 59 7 3.1% 小売業（量販店） 3002 7 3.1%

小売業（生協） 62 0 0.0% 小売業（生協） 3006 0 0.0%

小売業（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ） 60 2 0.9% 小売業（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ） 3003 2 0.9%

小売業（通販） 61 0 0.0% 小売業（通販） 3004 0 0.0%

小売業（ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ） 63 0 0.0% 小売業（ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ） 3005 0 0.0%

その他小売業 64 6 2.6% その他小売業 3007 6 2.6%

その他 21 9.2% 水産・農林 01･02 1 0.4% 農林水産 農林水産業(農協) 5003 1 0.4%

その他農林水産業 5004 0 0.0%

建設 03 0 0.0% 建設業 建設業(ゼネコン) 5001 0 0.0%

その他建設業 5002 0 0.0%

電力・ガス 81･82 0 0.0% その他 電力・ガス 5006 0 0.0%

通信 86 1 0.4% 通信業 5005 1 0.4%

その他 88 19 8.4% 外食 4001 3 1.3%

中食 4002 0 0.0%

その他（不明含む） 5007 16 7.1%

合計 229 100.0% 合計 229 100.0% 合計 229 100.0%

業種大分類 業種小分類 業界区分
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2.5 売上高別回答数 

図表 1-5 は、回答数を企業の売上高別の回答数内訳を示している。「1,000 億円以上、5,000

億円未満」が最も多く 61 社（26.7％）、次いで「500 億円円以上、1,000 円億円未満」が 31 社

（14.4％）であった。 

 

2.6 従業員数別回答数 

図表 1-6は、回答数を企業の従業員数別の回答数内訳を示している。「1,001～5,000人」が最

も多く 72 社（31.47％）、次いで「501～1,000 人」が 38 社（16.6％）を占める。 

 

図表 1-5 

売上高規模別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-6 

従業員数規模別 

  

 

  

(n=229) (n=229) 
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2.7 省エネ法による特定荷主への指定について 

本調査においては、国内輸送量の多い大規模荷主を特定するために本調査においては、省エネ

法における特定荷主かどうかを参考として聞いている。 

新物効法では、一定の基準以上の荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者等および倉庫業

者に、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けている。努力義務について判断基準に照らし実

施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされている。 

国土交通省、経済産業省、農林水産省の三省は、合同会議を立ち上げ、各業界団体からのヒア

リングやパブリックコメントをおこないつつ、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準など

の内容について審議がおこなわれている。 

なお、2024 年 11 月 27 日に公開された合同会議取りまとめ案によれば、特定荷主及び特定連鎖

化事業の指定基準値のひとつとして、取扱貨物の重量９万トン以上とする指針が示されている。 

残念ながら、調査時点では特定荷主の基準が未確定であったため、省エネ法の特定荷主かどう

かを基準として質問をおこなった。なお、省エネ法では、年間輸送量 3､000 万トンキロ以上とな

る荷主は「特定荷主」として、貨物の輸送量届出書の提出、中長期計画の作成、定期報告が義務

付けられている。 

図表 1-7 は、回答数を省エネ法による特定荷主への指定の有無で集計した結果である。特定荷

主からの回答数は 66 社（28.4％）、非特定荷主からの回答数は 117 社（51.1％）であった。  

以降、本文中では省エネ法による特定荷主、図表中では特定荷主にアスタリスクを付けるなど

して、新物効法の特定荷主とは異なる点を強調している。 

 

 

 

図表 1-7 

省エネ法における特定荷主への指

定の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) 
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３．回答者の属性 

 

3.1 回答者の職位 

図表 1-8 は、回答者の職位の内訳を示している。なお、回答者の職位としては、部長相当が 80

社（35.1％）と最も多く、課長相当が 77 社（33.6％）と次に多かった。なお、役員相当は 20 社

（8.7％）、代表取締役・社長相当は８社（3.5％）という結果であった。 

 

3.2 回答者の所属部署（複数選択） 

図表 1-9 は、回答者の所属部署について複数選択で回答いただいた回答数の内訳を示してい

る。物流・ロジスティクス・SCM 部門と回答した企業が 160 社（69.9％）と最も多かった。一方

で、営業・マーケティングと回答した企業が 22 社（9.6％）、人事・総務については 16 社

（7.0％）より回答をいただいた。 

 

図表 1-8 

回答者の職位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-9 

回答者の所属部署（複数選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) (n=229) 
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第２章 アンケート集計結果（基礎編） 

１．単純集計結果 

1.1 物流統括管理者に選任する予定の方の役職 

新物効法によれば、物流統括管理者は特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理

的地位にある者をもって充てなければならないとされている。なお、2024 年 11 月 27 日に公開さ

れた合同会議取りまとめ案によれば、より具体的に物流統括管理者は重要な経営判断を行う役員

などの経営幹部から選任されることが必要であるとされている。 

取りまとめ案によると、物流統括管理者の業務を遂行するためには、輸送、保管、包装、荷

役、流通加工および、それらに関連する情報管理といった物流の各機能の改善をおこなうことだ

けではなく、調達、生産、販売などの物流の対象領域を統合して流通全体の効率化を計画するこ

とが必要であるため、関係部署間の調整に加え、取引先などの社外事業者などとの水平連携や垂

直連携を推進することなどが求められるとしている。 

本調査では、現時点の物流・ロジスティクス部門のトップの役職と物流統括管理者への選任予

定者の役職のギャップを把握すべく質問をおこなった。 

図表 2-1 は、回答企業における調査時点での物流・ロジスティクス部門におけるトップの役職

の内訳を示している。現在の物流・ロジスティクス部門におけるトップとして最も多いのが部長

相当（39.4％）、次に多いのが役員相当（38.0％）であった。 

また、図表 2-2 は、自社において物流統括管理者の選任が必要となった場合に、物流統括管理

者に選任されることが予定されている方の役職の内訳を示している。最も回答割合が多かったの

が役員相当（41.0％）、次に多いのが現在の物流・ロジスティクス部門のトップ(25.8％)であっ

た1。 

 

図表 2-1 

物流・ロジスティクス部門トップの役職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2 

物流統括管理者への選任予定者の役職 

  

 

 
1 現在の物流・ロジスティクス部門のトップと回答した 59社の内訳は、課長相当 4社、代表取締役・社長 

相当 1社、部長相当 19社、物流子会社社長 2社、役員相当 33社であった。 

(n=229) (n=229) 



- 11 - 

 

1.2 自社のロジスティクスレベルについて 

本調査では、「物流・ロジスティクスに求められる最低限のオペレーション・法令遵守に一定

の困難を抱えている水準」をレベル１として、「物流・ロジスティクスに求められる最低限のオ

ペレーションおよび法令遵守ができている水準」（レベル２）、「最低限のオペレーション・法

令遵守に加え、物流・ロジスティクス部門単独での権限の範囲内で改善を推進できている水準」

（レベル３）、「物流・ロジスティクス部門を起点に社内関係者との調整をおこない、社内にお

ける全体最適に向けた物流戦略の構築・推進が実現できている水準 」（レベル４）、「サプラ

イチェーンマネジメントの視点から、社外関係者も含めたサプライチェーン全体での調整に取り

組んでおり、より高度なロジスティクス戦略の構築・実行が実現できている水準」（レベル５）

として、５段階でロジスティクスレベルを定義している。 

現時点での自社のロジスティクスレベルおよび、将来あるべきロジスティクスレベルについて

の回答結果を図表 2-3 に示す。 

現時点の自社のロジスティクスレベルとしては、レベル３が 36.2％と最も多くを占めており、

次いでレベル４が 26.6％、レベル２が 21.4％を占める結果となった。 

一方で、将来あるべきと考える自社のロジスティクスレベルとしては、レベル５が 54.7％と最

も多くを占めており、次いでレベル４が 30.2％、レベル３が 6.9％を占める結果となった。 

本設問の回答結果から、荷主企業のロジスティクスレベルは企業により違いがみられるが、将

来あるべきと考えるレベルとしては、８割以上の企業が高い水準（レベル４およびレベル５）を

目指しているという結果となった。 

 

図表 2-3 自社のロジスティクスレベルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) 



- 12 - 

 

1.3 物流・ロジスティクス部門の役割 

本調査では、現時点および将来において、物流・ロジスティクス部門がどのような役割を果た

すことが重要であると認識しているかについて質問している。 

具体的には、「自社のコスト適正化への貢献」「在庫管理の全社最適化」「リスク管理・事業

継続への貢献」「サービスレベル・顧客満足度向上への貢献」「競合他社との差別化」「CSR・

SDGs・ESG への貢献」の各項目について、４段階（１．全く重要ではない～４．とても重要であ

る）で重要度を聞いた。以下、項目ごとに回答結果を示す。 

 

１）自社のコスト適正化への貢献 

  図表 2-4 は、物流・ロジスティクス部門の役割として「自社のコスト適正化への貢献」をど

の程度重要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結果である。 

現時点においては、「重要である」が 35.8％、「とても重要である」が 61.6％となり、９

割以上の企業が重要であると認識していることがわかる。 

将来においては、「重要である」が 30.6％、「とても重要である」が 69.4％となり、将来に

おいても「自社のコスト適正化への貢献」が重要管理項目であり続けるという結果となった。 

 

図表 2-4 自社のコスト適正化への貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) 
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２）在庫管理の全社最適化 

図表 2-5 は、物流・ロジスティクス部門の役割として「在庫管理の全社最適化」をどの程度

重要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結果である。 

現時点においては重要であると回答したのが 43.2％、とても重要であると回答したのが

45.9％となり、９割以上の企業が重要であると認識していることがわかる。 

将来においては、重要であると回答したのが 30.1％、とても重要であると回答したのが

62.9％となり、将来においても「在庫管理の全社最適化」が重要管理項目であり続けるという

結果となった。 

 

図表 2-5 在庫管理の全社最適化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）リスク管理・事業継続への貢献 

図表 2-6 は、物流・ロジスティクス部門の役割として「リスク管理・事業継続への貢献」を

どの程度重要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結果である。 

現時点においては、重要であると回答したのが 42.4％、とても重要であると回答したのが

51.0％となり、約９割の企業が重要であると認識していることがわかる。 

将来においては、重要であると回答したのが 32.3％、とても重要であると回答したのが

67.3％となり、将来においてもリスク管理・事業継続への貢献が重要管理項目であり続けると

いう結果となった。 

 

図表 2-6 リスク管理・事業継続への貢献 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) 

(n=229) 
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４）サービスレベル・顧客満足度向上への貢献 

図表 2-7 は、物流・ロジスティクス部門の役割として「サービスレベル・顧客満足度向上へ

の貢献」をどの程度重要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結

果である。 

現時点においては、重要であると回答したのが 54.6％、とても重要であると回答したのが

37.9％となり、９割以上の企業が重要であると認識していることがわかる。 

将来においては、重要であると回答したのが 41.9％、とても重要であると回答したのが

53.3％となり、将来においても「サービスレベル・顧客満足度向上への貢献」が重要管理項目

であり続けるという結果となった。 

 

図表 2-7 サービスレベル・顧客満足度向上への貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）競合他社との差別化 

図表 2-8 は、物流・ロジスティクス部門の役割として「競合他社との差別化」をどの程度重

要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結果である。 

現時点においては、全く重要ではないと回答したのが 3.9％、あまり重要ではないと回答し

たのが 41.0％、重要であると回答したのが 41.5％、とても重要であると回答したのが 13.6％

となった。これまでの設問と比較すると、選択肢ごとに回答が分散する結果となった。 

将来においては、全く重要ではないと回答したのが 3.5％、あまり重要ではないと回答した

のが 27.9％、重要であると回答したのが 42.4％、とても重要であると回答したのが 26.2％で

あった。これにより、将来的にはより多くの企業が差別化を重要視する傾向が強まることが示

唆される。 

図表 2-8 競合他社との差別化 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）CSR・SDGs・ESG への貢献 

(n=229) 

(n=229) 
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図表 2-9は、物流・ロジスティクス部門の役割として「CSR・SDGs・ESGへの貢献」をどの程

度重要視しているかについて、現時点および将来における回答をまとめた結果である。 

現時点においては、重要であると回答したのが 57.6％、とても重要であると回答したのが

25.9％となり、８割以上の企業が重要であると認識していることがわかる。 

将来においては、重要であると回答したのが 40.6％、とても重要であると回答したのが

54.1％であった。将来的には社会的責任や持続可能性に対する認識が一層強まり、重要度が増

す傾向がうかがえる。 

 

図表 2-9  CSR・SDGs・ESG への貢献  
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1.4 ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化 

これから荷主企業には、単なる物流コストの適正化だけでなく、生産コスト・事業継続／成

長・在庫の最適化といった全社の財務指標を意識した物流・ロジスティクスの実現が求められて

いる。そこで、ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化に関し、現在取り組めている項目

や取り組みが必要と考えている項目を調査した。図表 2-10 がその結果である。 

回答結果からは、「物流コストの可視化・モニタリング」と「物流コスト適正化に向けた施策

の検討・推進」については、現状も取り組めており、今後も取り組みが必要な項目であると認識

されている。 

それ以外の項目については、現状取り組めていない企業のほうが多いが、今後取り組みが必要

な項目あると認識されている。 

 

図表 2-10 ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化 
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1.5 社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進 

これからの荷主企業は社内他部門、社外のステークホルダーを巻き込みつつ、物流の次元にと

どまらず調達・生産・営業戦略の視点も踏まえながら、ロジスティクス改革を推し進めることが

求められることが予想される。そこで、社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティ

クス改革の推進に関し、現在取り組めている項目や取り組みが必要と考えている項目を調査し

た。図表 2-11 がその結果である。 

回答結果からは、「営業部門との連携によるロジスティクス改革の推進」については、現状取

り組めている項目であると同時に、今後も取り組みが必要な項目であることが認識されている。 

それ以外の項目については、現状取り組めていない企業のほうが多いが、今後取り組みが必要

な項目であると認識されている。 

 

図表 2-11 社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進 
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1.6 自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保 

これからの荷主企業は自社のビジネスの継続に必要な輸送力・物流キャパシティを定義し、物

流効率化の推進、適切な投資、物流事業者との関係深化、共同輸送・中継輸送実施などを通じ

て、 必要な物流リソースを確保することが求められることが予想される。 

そこで、自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保に関し、現在取り組めている

項目や取り組みが必要と考えている項目を調査した。図表 2-12 がその結果である。 

回答結果からは、「物流事業者との定期的な協議の実施、関係深化の取り組み」については、

現状取り組めている項目であると同時に、今後も取り組みが必要な項目であることが認識されて

いる。 

それ以外の項目については、現状取り組めていない企業のほうが多いが、今後取り組みが必要

な項目あると認識されている。 

 

 

図表 2-12 自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n=229) 
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1.7 物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会実現への貢献 

これからの荷主企業はドライバー負荷軽減や BCP 対応、カーボンニュートラルの推進などの社

会課題解決に取り組み、物流・ロジスティクス起点での CSR・SDGs・ESG を推進することで、 持

続可能で豊かな社会の実現に貢献することが求められることが予想される。 

そこで、物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会実現への貢献に関

し、現在取り組めている項目や取り組みが必要と考えている項目を調査した。図表 2-13 がその

結果である。 

回答結果からは、「ドライバーの拘束時間削減に向けた待機時間の削減、荷役・付帯作業軽減

の推進」については、現状取り組めている項目であると同時に、今後も取り組みが必要な項目で

あることが認識されている。 

それ以外の項目については、現状取り組めていない企業のほうが多いが、今後取り組みが必要

な項目あると認識されている。 

 

図表 2-13 物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会実現への貢献 
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２．クロス集計結果 

2.1 現時点と将来のロジスティクスレベルによるクロス集計 

ここからは、２つ以上の質問項目をかけ合わせて集計する「クロス集計分析」を記載する。こ

のメリットは、単純集計に比べ、より詳細な洞察を得られる事と、表形式のため、一目でデータ

傾向とパターンを理解することができることである。 

図表 2-14 は、現時点の自社のロジスティクスレベルと将来目指したいと考えているロジステ

ィクスレベルによりクロス集計した結果である。 

 

図表 2-14 現時点と将来のロジスティクスレベルによるクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、物流・ロジスティクスに求められる最低限のオペレーション・法令遵守に一定の困難を

抱えている水準（レベル１）の回答者において、現状維持を考えているのは 11.1％、一方で、ロ

ジスティクスレベルを上昇させるべきと考えているのは 88.9％であった。 

現在、物流・ロジスティクスに求められる最低限のオペレーションおよび法令遵守ができてい

る水準（レベル２）の回答者において、ロジスティクスレベルが低下してもよいと考えているの

は 4.1％、現状維持を考えているのは 14.3％、ロジスティクスレベルを上昇させるべきと考えて

いるのは 81.6％であった。 

現在、最低限のオペレーション・法令遵守に加え、物流・ロジスティクス部門単独での権限の

範囲内で改善を推進できている水準（レベル３）の回答者において、ロジスティクスレベルが低

下してもよいと考えているのは 1.2％、現状維持を考えているのは 6.0％、ロジスティクスレベ

ルを上昇させるべきと考えているのは 92.8％であった。 

現在、物流・ロジスティクス部門を起点に社内関係者との調整をおこない、全体最適に向けた

物流戦略の構築・推進が実現できている水準（レベル４）の回答者において、ロジスティクスレ

ベルが低下してもよいと考えているのは 0.0％、現状維持を考えているのは、13.1％、ロジステ

ィクスレベルを上昇させるべきと考えているのは 86.9％であった。 
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現在、サプライチェーンマネジメントの視点から、社外関係者も含めたサプライチェーン全体

での調整に取り組んでおり、より高度なロジスティクス戦略の構築・実行が実現できている水準

（レベル５）の回答者において、ロジスティクスレベルが低下してもよいと考えているのは

5.6％、現状維持を考えているのは、94.4％であった。 

 

2.2 物流・ロジスティクス部門トップの役職とロジスティクスレベルによるクロス集計 

図表 2-15 は、現時点における物流・ロジスティクス部門トップの役職とロジスティクスレベ

ルによりクロス集計した結果である。以下、ロジスティクスレベルの差をみるために、役職ごと

のロジスティクスレベルが高い割合（具体的にはレベル４～５の割合）を比較する。 

 まず、現時点でのロジスティクスレベルについて、トップの役職が課長相当の企業で高いレベ

ルを有する割合は 8.7％であった。また、部長相当では 27.7％、役員相当では 42.6％、物流子会

社 社長では 55.6％、代表取締役・社長相当では 28.5％、その他では 57.1％という結果となっ

た。 

 次に、将来のロジスティクスレベルについて、トップの役職が課長相当の企業で高いレベルを

目指す割合は 56.6％であった。部長相当では 87.8％、役員相当 90.9％、物流子会社 社長では

100.0％、代表取締役・社長相当では 57.1％、その他では 92.9％という結果となった。 

 

図表 2-15 物流・ロジスティクス部門トップの役職とロジスティクスレベルによるクロス集計 
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2.3 自社物流・ロジスティクス部門の水準のクロス集計 

図表 2-16 は、自社物流・ロジスティクス部門の水準と省エネ法における特定荷主・非特定荷

主かどうか JILS 会員・JILS 会員外かどうかでクロス集計した結果である。 

先ほどと同様に、ロジスティクスレベルの差をみるために、役職ごとのロジスティクスレベル

が高い割合（具体的にはレベル４～５の割合）を比較する。 

まず、現時点でのロジスティクスレベルについて、JILS 会員かつ特定荷主の企業で高いレベル

を有する割合は 50.1%、JILS 会員かつ非特定荷主では 31.4％であった。また、JILS 会員外かつ

特定荷主の企業では 57.1％、JILS 会員外かつ非特定荷主では 30.1％という結果となった。 

 次に、将来でのロジスティクスレベルについて、JILS 会員かつ特定荷主の企業で高いレベルを

目指す割合は 100.0％、JILS 会員かつ非特定荷主では 91.4％であった。また、JILS 会員外かつ

特定荷主の企業では 85.7％、JILS 会員外かつ非特定荷主では 79.7%という結果となった。 

 

図表 2-16 自社物流・ロジスティクス部門の水準のクロス集計 
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2.4 物流・ロジスティクス部門の責任範囲に関するクロス集計 

図表 2-17 は、物流・ロジスティクス部門の責任範囲について、JILS 会員・JILS 会員外かどう

かによりクロス集計した結果である。 

JILS 会員企業は全般的に、将来を見据えた重要性評価が高い傾向がられる。「自社コストの適

正化」や「在庫管理の適正化」のみならず、「リスク管理・事業継続」、「SDGs への貢献」とい

った、中長期的な戦略やサステナビリティ要素が含まれる分野において、今後さらに重要性が増

すと認識している様子がうかがえる。 

一方で、会員外企業では、「自社コストの適正化」や「顧客満足度の向上」といった比較的身

近な課題への注目度が相対的に高い傾向がうかがえる。 

 

図表 2-17 物流・ロジスティクス部門の責任範囲に関するクロス集計（会員・会員外別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-18 は、物流・ロジスティクス部門の責任範囲について、省エネ法における特定荷主・

非特定荷主かどうかによりクロス集計した結果である。特定荷主を有する企業は、在庫管理の最

適化やリスク管理・事業継続への貢献、さらには SDGs への取り組みといった、中長期的かつ戦

略的な領域で今後の重要性がより高まる傾向が見受けられる。 

一方、非特定荷主の企業は、比較的目先の改善策であるコスト適正化や顧客満足度向上といっ

た分野に着目する割合が相対的に高い傾向がうかがえる。 

 

図表 2-18 物流・ロジスティクス部門の責任範囲に関するクロス集計（特定荷主・非特定荷主別） 
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2.5 物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題に関するクロス集計 

図表 2-19 は、物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題と JILS 会員・JILS 会員外かどう

かによりクロス集計した結果である。 

 ほとんどの項目において、現時点および将来において、JILS 会員の方が課題に対して取り組む

べきと回答している割合が多い。ただし、現時点における「調達先との商習慣改革の協議・取り

組み」や、将来における「物流コスト適正化に向けた施策の検討・推進」および「営業部門との

連携によるロジスティクス改革の推進」については JILS 会員外での回答割合の方が多いという

結果となった。 

 また JILS 会員において最も回答割合が多かった課題は、現時点においては「物流事業者との

定期的な協議の実施、関係深化の取り組み」（85.1％）、将来においては「ドライバー生産性向

上に向けた積載率向上施策の推進」（83.0％）であった。 

 JILS 会員外において最も回答割合が多かった課題は、現時点においては「物流事業者との定期

的な協議の実施、関係深化の取り組み」（75.7％）、将来においては「物流効率化推進に向けた

適切な投資」（77.6％）であった。 

 

 

図表 2-19 物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題に関するクロス集計（会員・会員外別） 
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図表 2-20 は、自社物流・ロジスティクス部門の水準と省エネ法における特定荷主・非特定荷

主別かどうかでクロス集計した結果である。 

ほとんどの項目において、現時点および将来において、省エネ法における特定荷主の方が課題

に対して取り組むべきと回答している割合が多い。ただし、現時点における「営業部門との連携

によるロジスティクス改革の推進」や将来における「物流事業者との定期的な協議の実施、関係

深化の取組」については非特定荷主での回答割合の方が多いという結果となった。 

 また省エネ法における特定荷主において最も回答割合が多かった課題は、現時点においては

「物流事業者との定期的な協議の実施、関係深化の取り組み」（90.8％）、将来においては「災

害時における物流の持続性に向けた取り組み・BCP の策定」（80.0％）あった。 

 非特定荷主において最も回答割合が多かった課題は、現時点においては「営業部門との連携に

よるロジスティクス改革の推進」（79.5％）、将来においては「物流効率化推進に向けた適切な

投資」（75.2％）であった。 

 

図表 2-20 物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題に関するクロス集計（特定荷主・非特定荷主別）  
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第３章 アンケート結果（分析編） 

１．分析に使用する変数について 

1.1 予備分析および準備作業 

今回の分析にあたり、「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」に関する７つのアンケー

ト項目（自社のロジスティクスレベル、自社コストの適正化、在庫管理の適正化、リスク管理・

事業継続、顧客満足度向上、競合他社との差別化、SDGs への貢献）と、３つの軸（現在、将来、

現在と将来の差分）を掛け合わせることで 21 個の変数を設定した。 

さらに「物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題」に関する 21個のアンケート項目（財

務体制の健全化、ステークホルダーとのロジスティクス改革、リソースの定義、持続可能な社会

の実現）と、３つの軸（現在、将来、現在と将来の差分）を掛け合わせることで 63 個の変数を

設定した。 

それぞれの変数の命名規則については図表 3-1 および図表 3-2 を参照いただきたい。 

 

図表 3-1 物流・ロジスティクス部門が担うべき責務についての変数 
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図表 3-2 物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題についての変数の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 3-3～図表 3-5 には、さらに詳細に変数の一覧を掲載している。 
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図表 3-3 変数の一覧（物流・ロジスティクス部門が担うべき責務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# 時間軸 アンケート項目 変数

1 自社のロジレベル（x1） x11

2 自社コストの適正化（x2） x12

3 在庫管理の適正化（x3） x13

4 リスク管理・事業継続（x4） x14

5 顧客満足度向上（x5） x15

6 競合他社との差別化（x6） x16

7 SDGsへの貢献（x7） x17

8 自社のロジレベル（x1） x21

9 自社コストの適正化（x2） x22

10 在庫管理の適正化（x3） x23

11 リスク管理・事業継続（x4） x24

12 顧客満足度向上（x5） x25

13 競合他社との差別化（x6） x26

14 SDGsへの貢献（x7） x27

15 自社のロジレベル（x1） x31

16 自社コストの適正化（x2） x32

17 在庫管理の適正化（x3） x33

18 リスク管理・事業継続（x4） x34

19 顧客満足度向上（x5） x35

20 競合他社との差別化（x6） x36

21 SDGsへの貢献（x7） x37

現在（X1）

将来（X2）

差分（X3）
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図表 3-4 変数の一覧（物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題）その１ 

 

 

 

  

# 時間軸 アンケート項目 変数

1 物流コストの可視化・モニタリング（x01） x101

2 物流コスト適正化に向けた施策の検討（x02） x102

3 全社最適視点での在庫最適化の推進（x03） x103

4 自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善（x04） x104

5 全社の財務指標を意識したロジ管理（x05） x105

6 営業部門との連携によるロジ改革（x06） x106

7 生産部門との連携によるロジ改革（x07） x107

8 調達部門との連携によるロジ改革（x08） x108

9 調達先との商習慣の協議（x09） x109

10 販売先との商習慣の協議（x10） x110

11 デジタル化推進による現状の物流キャパの把握（x11） x111

12 物流効率化推進に向けた適切な投資（x12） x112

13 物流事業社との定期的な協議の実施（x13） x113

14 長距離輸送の継続に向けた取り組みの推進（x14） x114

15 輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・共同輸配送（x15） x115

16 ドライバーの拘束時間削減の推進（x16） x116

17 ドライバーの負荷軽減に向けた検品レス化等の推進（x17） x117

18 ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上施策の推進（x18） x118

19 輸配送におけるCO2排出量の可視化（x19） x119

20 輸配送におけるCO2排出量削減施策の推進（x20） x120

21 災害時における物流の持続性維持に向けた取り組み（x21） x121

現在（X1）
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図表 3-5 変数の一覧（物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題）その２ 

 

 

  

# 時間軸 アンケート項目 変数

22 物流コストの可視化・モニタリング（x01） x201

23 物流コスト適正化に向けた施策の検討（x02） x202

24 全社最適視点での在庫最適化の推進（x03） x203

25 自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善（x04） x204

26 全社の財務指標を意識したロジ管理（x05） x205

27 営業部門との連携によるロジ改革（x06） x206

28 生産部門との連携によるロジ改革（x07） x207

29 調達部門との連携によるロジ改革（x08） x208

30 調達先との商習慣の協議（x09） x209

31 販売先との商習慣の協議（x10） x210

32 デジタル化推進による現状の物流キャパの把握（x11） x211

33 物流効率化推進に向けた適切な投資（x12） x212

34 物流事業社との定期的な協議の実施（x13） x213

35 長距離輸送の継続に向けた取り組みの推進（x14） x214

36 輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・共同輸配送（x15） x215

37 ドライバーの拘束時間削減の推進（x16） x216

38 ドライバーの負荷軽減に向けた検品レス化等の推進（x17） x217

39 ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上施策の推進（x18） x218

40 輸配送におけるCO2排出量の可視化（x19） x219

41 輸配送におけるCO2排出量削減施策の推進（x20） x220

42 災害時における物流の持続性維持に向けた取り組み（x21） x221

将来（X2）
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図表 3-6 変数の一覧（物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題）その３ 

 

 

  

# 時間軸 アンケート項目 変数

43 物流コストの可視化・モニタリング（x01） x301

44 物流コスト適正化に向けた施策の検討（x02） x302

45 全社最適視点での在庫最適化の推進（x03） x303

46 自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善（x04） x304

47 全社の財務指標を意識したロジ管理（x05） x305

48 営業部門との連携によるロジ改革（x06） x306

49 生産部門との連携によるロジ改革（x07） x307

50 調達部門との連携によるロジ改革（x08） x308

51 調達先との商習慣の協議（x09） x309

52 販売先との商習慣の協議（x10） x310

53 デジタル化推進による現状の物流キャパの把握（x11） x311

54 物流効率化推進に向けた適切な投資（x12） x312

55 物流事業社との定期的な協議の実施（x13） x313

56 長距離輸送の継続に向けた取り組みの推進（x14） x314

57 輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・共同輸配送（x15） x315

58 ドライバーの拘束時間削減の推進（x16） x316

59 ドライバーの負荷軽減に向けた検品レス化等の推進（x17） x317

60 ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上施策の推進（x18） x318

61 輸配送におけるCO2排出量の可視化（x19） x319

62 輸配送におけるCO2排出量削減施策の推進（x20） x320

63 災害時における物流の持続性維持に向けた取り組み（x21） x321

差分（X3）
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２．相関分析 

2.1「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」に関わる説明変数間の相関分析 

ここでは、「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」に関わる説明変数間の相関を分析

し、一定以上の相関を示すアンケート項目の組み合わせを調べた。図表 3-7 に結果を掲載した

(なお付録編には詳細の相関分析結果を掲載している）。 

図表からは、現時点におけるリスク管理・事業継続(x14)と現時点における SDGs への貢献

(x17)が最も相関が強く、次いで将来における在庫管理の適正化(x23)と将来における競合他社と

の差別化(x26)間の相関が強いことがわかる。 

現在の自社物流・ロジスティクス部門が「リスク管理・事業継続」の役割を担うべきと回答し

た人 （x14）は、現在において「SDGs への貢献」の役割（x17）も担うべきだと回答する傾向が

非常に強い。また、将来の物流・ロジスティクス部門に焦点を当てた場合でも同様の傾向がみら

れる。 

将来の自社物流・ロジスティクス部門が「在庫管理の適正化」の役割を担うべきと回答した人

（x23）は、将来において「競合他社との差別化」の役割（x26）も担うべきだと回答する傾向が

非常に強い。また、現在の物流・ロジスティクス部門に焦点を当てた場合でも同様の傾向がみら

れる。 

将来の自社物流・ロジスティクス部門が「自社コストの適正化」の役割を担うべきと回答した

人（x22）は、将来において「顧客満足度の向上」の役割（x25）も担うべきだと回答する傾向が

非常に強い。また、現在の物流・ロジスティクス部門に焦点を当てた場合でも同様の傾向がみら

れる。 

 

図表 3-7 「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」に関わる説明変数間の相関分析 
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2.2 「物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題」に対する説明変数間の相関 

ここでは、「物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題」に関わる説明変数間の相関を分

析し、一定以上の相関を示すアンケート項目の組み合わせを調べた。図表 3-8 に結果を掲載し

た。 

図表からは、将来の自社物流・ロジスティクス部門が「物流コストの可視化・モニタリング」

（x201）に取り組むべきと回答した人は、将来において「物流コスト最適化に向けた施策の検

討・推進」（x202）にも取り組むべきだと回答する傾向が強い。 

将来の自社物流・ロジスティクス部門が「輸配送における CO₂排出量の可視化」（x219）に取

り組むべきと回答した人は、将来において「CO₂排出量の削減施策の検討・推進」（x220）にも

取り組むべきだと回答する傾向が強い。また、現在の物流・ロジスティクス部門に焦点を当てた

場合でも同様の傾向がみられる。 

将来の自社物流・ロジスティクス部門が「営業部門との連携によるロジスティクス改革の推

進」に取り組むべきと回答した人（x206）は、 将来において「物流事業者との定期的な協議の

実施、関係深化の取り組み」（x213）にも取り組むべきだと回答する傾向が強い。 

また、将来の自社物流・ロジスティクス部門が「製配販の全体最適視点での在庫水準の設定」

に取り組むべきと回答した人（x202）は、将来において「物流事業者との定期的な協議の実施、

関係深化の取り組み」（x213）および「営業部門との連携によるロジスティクス改革の推進」

（x206）にも取り組むべきだと回答する傾向が強い。 

 

図表 3-8 「物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題」に関わる説明変数間の相関分析      
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３．重回帰分析 

3.1 重回帰分析と使用する変数について 

回帰分析とは、特定の結果に対してどの要因が関係しているのかを分析する統計的手法のひと

つである。将来の予測にも用いられることがある。特に、重回帰分析とは、１つの目的変数に対

して説明変数が複数存在する回帰分析である。 

ここでは、「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」（x12～x17、x22～x27）および「物

流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題」（x101～x121、x201～x221）の 54 項目を説明変

数として設定した。現時点および将来の自社のロジスティクスレベル（アンケートによる自己評

価）を被説明変数（y１および y２）として設定した。 

一度に分析できる変数の数には限りがあるため、図表 3-9 に掲載した①～⑤の設問ごとに、さ

らに現状（X１）および将来（X２）で変数を分けて、それぞれのグループごとに、重回帰分析を

おこなった。 

 

図表 3-9 重回帰分析に使用する説明変数と被説明変数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、回答者が選択した「物流・ロジスティクス部門が担うべき責務」および「物流・ロジ

スティクス部門が取り組むべき課題」がロジスティクスレベルに与える影響の度合いを測るた

め、t 値による比較をおこなった。ここでの t 値2は、各説明変数の被説明変数に対する影響度と

みなすことができる指標だ。 

また、参考として、各項目の説明力の大きさをみる指標である R² 値(決定係数)を掲載した。 

R² (決定係数)が１に近づくほど各項目の説明力が大きくなる。一般的に、0.6 以上であれば説明

 
2 t 値は説明変数が目的変数に与える影響の大きさを表す指標であり、目安として、t 値の絶対値が大きけ

れば大きいほど、目的変数に与える影響が強いことを意味する。逆に t 値の絶対値が 2 より小さい場合

は、統計的に判断してその説明変数は目的変数に影響を与えていないと判断することが多い。 
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力があると判断される。今回の分析結果では R²値はいずれも小さく、各項目の効果に対する説明

力は弱い。しかし、ここでは t 値を被説明変数に与える影響の大きさを示す指標とみなし、あえ

てこのような比較をおこなった。 

 

3.2 現時点のロジスティクスレベルに対する重回帰分析 

１）物流・ロジスティクス部門が担うべき責務による影響度 

図表 3-10 は、物流・ロジスティクス部門が担うべき責務についての回答を説明変数として、

現在（x12～x17）および将来（x22～x27）のグループごとに、現在のロジスティクスレベルを被

説明変数として重回帰分析をおこなった結果をｔ値で比較したものである。 

一般的に t 値の絶対値が２以上であれば、95％以上の確率で統計的に意味があるとされてお

り、今回はｔ値について-2.00 以下および 2.00 以上の項目について紹介する。 

各項目をｔ値により比較したところ、物流・ロジスティクス部門の、現時点の役割として在庫

管理の適正化の実施（ｔ値：2.10）、将来の役割としてリスク管理・事業継続（ｔ値：3.50）

が、現時点のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-10 物流・ロジスティクス部門が担うべき責務による影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状(X1) 将来(X2)

自社コストの適正化

在庫管理の適正化

リスク管理・事業継続

顧客満足度向上

競合他社との差別化

SDGsへの貢献

現在の
ロジスティクス

レベル
（y1）

0.04 0.09

被説明変数

説明変数

補正R²値
項目 ｔ値

2.10 

3.50 

-2.00 0.00 2.00 4.00

現状

(X1)

将来

(X2)
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２）ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化による影響度 

図表 3-11 は、ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化についての回答を説明変数とし

て、現在（x101～x105）および将来（x201～x205）のグループごとに、現在のロジスティクスレ

ベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較した結果、物流・ロジスティクス部門が現状取り組めている項目とし

て、物流コストの可視化・モニタリング（ｔ値：2.92）、物流コスト適正化に向けた施策の検討

（ｔ値：3.11）、自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善（ｔ値：4.41）が、現時点のロ

ジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

また、将来の取り組みが必要と考えている項目として、全社の財務指標を意識したロジスティ

クス管理（ｔ値：2.75）が、現時点のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわか

った。 

 

図表 3-11 ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化による影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状(X1) 将来(X2)

物流コストの可視化・モニタリング

物流コスト適正化に向けた施策の検討

全社最適視点での在庫最適化の推進

自社事業成長に貢献する物流指標の
管理・改善

全社の財務指標を意識したロジスティ
クス管理

現在の
ロジスティクス

レベル
（y1）

0.22 0.02

被説明変数

説明変数

補正R²値
項目 ｔ値

2.92 

3.11 

4.41 

2.75 

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

現状

(X1)

将来

(X2)
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３）社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進による影響度 

図表 3-12 は、社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進につい

ての回答を説明変数として、現在（x106～x110）および将来（x206～x210）のグループごとに、

現在のロジスティクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、物流・ロジスティクス部門が現状取り組めている項目と

して、営業部門との連携によるロジスティクス改革（ｔ値：4.52）、現状の調達部門との連携に

よるロジスティクス改革（ｔ値：3.20）、調達先との商習慣の協議（ｔ値：2.11）が、現時点の

ロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-12 社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進による影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状(X1) 将来(X2)

営業部門との連携によるロジスティク
ス改革

生産部門との連携によるロジスティク
ス改革

調達部門との連携によるロジスティク
ス改革

調達先との商習慣の協議

販売先との商習慣の協議

被説明変数

説明変数

項目 ｔ値
補正R²値

現在の
ロジスティクス

レベル
（y1）

0.16 0.01

4.52 

3.20 

2.11 

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

現状

(X1)

将来

(X2)
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４）自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保による影響度 

図表 3-13 は、自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保についての回答を説明

変数として、現在（x111～x115）および将来（x211～x215）のグループごとに、現在のロジステ

ィクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、物流・ロジスティクス部門が現状取り組めている項目と

して、デジタル化推進による現状の物流キャパシティの把握（ｔ値：4.06）、物流事業者との定

期的な協議の実施（ｔ値：2.37）、輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・共同輸配送

（ｔ値：3.81）が、現時点のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-13 自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保による影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状(X1) 将来(X2)

デジタル化推進による現状の物流キャ
パシティーの把握

物流効率化推進に向けた適切な投資

物流事業者との定期的な協議の実施

長距離輸送の継続に向けた取り組み
の推進

輸送効率化、持続性の維持に向けた水
平連携・共同輸配送

現在の
ロジスティクス

レベル
（y1）

0.21 -0.00

被説明変数

説明変数

補正R²値
項目 ｔ値

4.06 

2.37 

3.81 

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

現状

(X1)

将来

(X2)
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５）物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献による影響度 

図表 3-14 は、自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保についての回答を説明

変数として、現在（x116～x121）および将来（x216～x221）のグループごとに、現在のロジステ

ィクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、物流・ロジスティクス部門が現状取り組めている項目と

して、ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上施策の推進（ｔ値：2.36）、輸配送における

CO₂排出量削減施策の推進（ｔ値：2.21）、災害時における物流の持続に向けた取り組み（ｔ

値：2.04）が、現時点のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-14 物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献による影響度  

 

  

現状(X1) 将来(X2)

ドライバーの拘束時間削減の推進

ドライバーの負荷軽減に向けた検品レ
ス化等の推進

ドライバーの生産性向上に向けた積載
率向上施策の推進

輸配送におけるCO₂排出量の可視化

輸配送におけるCO₂排出量削減施策
の推進

災害時における物流の持続性維持に
向けた取り組み

被説明変数

説明変数

補正R²値
項目 ｔ値

現在の
ロジスティクス

レベル
（y1）

0.14 0.02

2.36 

2.21 

2.04 

-2.00 0.00 2.00 4.00

現状

(X1)

将来

(X2)
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3.2 将来のロジスティクスレベルに対する回帰分析 

１）物流・ロジスティクス部門が担うべき責務による影響度 

図表 3-15 は、物流・ロジスティクス部門が担うべき責務についての回答を説明変数として、

現在（x12～x17）および将来（x22～x27）のグループごとに、将来のロジスティクスレベルを被

説明変数として重回帰分析をおこなった結果をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、物流・ロジスティクス部門の現時点および将来において

重視している項目には、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えているものはなかった。 

 

図表 3-15 物流・ロジスティクス部門が担うべき責務による影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状(X1) 将来(X2)

自社コストの適正化

在庫管理の適正化

リスク管理・事業継続

顧客満足度向上

競合他社との差別化

SDGsへの貢献

将来の
ロジスティクス

レベル
（y2）

0.05 0.02

被説明変数

説明変数

補正R²値
項目 ｔ値

-2.00 0.00 2.00

現状

(X1)

将来

(X2)



- 41 - 

 

２）ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化による影響度 

図表 3-16 は、ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化についての回答を説明変数とし

て、現在（x101～x105）および将来（x201～x205）のグループごとに、将来のロジスティクスレ

ベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、現状取り組めている項目として物流コストの可視化・モ

ニタリング（ｔ値：3.88）、物流コスト適正化に向けた施策の検討（ｔ値：2.52）が、将来のロ

ジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。また、将来の取り組みが必要と考

えている項目として、全社の財務指標を意識したロジスティクス管理（ｔ値：6.24）が、将来の

ロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-16 ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化による影響度 
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３）社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進による影響度 

図表 3-17 は、社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進につい

ての回答を説明変数として、現在（x106～x110）および将来（x206～x210）のグループごとに、

将来のロジスティクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、現状取り組めている項目として調達部門との連携による

ロジスティクス改革（ｔ値：3.09）が、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えているこ

とがわかった。また、将来の取り組みが必要と考えている項目として、調達先との商習慣の協議

（ｔ値：2.03）が、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-17 社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進による影響度 
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４）自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保による影響度 

図表 3-18 は、自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保についての回答を説明

変数として、現在（x111～x115）および将来（x211～x215）のグループごとに、将来のロジステ

ィクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、現状取り組めている項目としてデジタル化推進による現

状の物流キャパシティの把握（ｔ値：2.33）、長距離輸送の継続に向けた取り組みの推進（ｔ

値：2.80）が、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。また、将

来の取り組みが必要と考えている項目として、物流効率化推進に向けた適切な投資（ｔ値：

2.78）、輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・共同輸配送（ｔ値：3.71）が、将来のロ

ジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-18 自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保による影響度 
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５）物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献による影響度 

図表 3-19 は、自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保についての回答を説明

変数として、現在（x116～x121）および将来（x216～x221）のグループごとに、将来のロジステ

ィクスレベルを被説明変数として重回帰分析をおこなった結果である。 

各項目をｔ値により比較したところ、現状取り組めている項目としてドライバーの拘束時間削

減の推進（ｔ値：2.65）が、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかっ

た。 

また、将来の取り組みが必要と考えている項目として、輸配送における CO₂排出量の可視化

（ｔ値：2.17）、輸配送における CO₂排出量削減施策の推進（ｔ値：2.05）が、将来のロジステ

ィクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

 

図表 3-19 物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献による影響度  
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３．分析結果サマリー 

 

3.1 現在のロジスティクスレベルに影響を与える項目 

ここからは、ロジスティクスレベル向上に向けたヒントの抽出を目的として、自社物流・ロジ

スティクス部門の責務と現在のロジスティクスレベルがどのような関係にあるのか振り返りをお

こなう。 

図表 3-10 から、「在庫管理の適正化」を現在の物流・ロジスティクス部門の責務として認識

していることが、現在のロジスティクスレベルが強い影響を与えることがわかった。また、「リ

スク管理・事業継続」を将来的な物流・ロジスティクス部門の責務だと考えることが、現在のロ

ジスティクスレベルが強い影響を与えることがわかった。 

また、図表 3-11～図表 3-14 の分析結果より、物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題

と現在のロジスティクスレベルの関係を振り返る。 

現時点での物流コストの可視化および適正化が、現在のロジスティクスレベルが強い影響を与

えることがわかった。その他、自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善や、営業部門・調

達部門との連携、調達先や物流事業者との協議、デジタル化推進、輸送効率化・共同輸配送、ド

ライバーの生産性向上に向けた積載率向上、環境や BCP などの課題への現時点の取り組みなどが、

現在のロジスティクスレベルに強い影響を与えていることがわかった。 

また、将来的な課題認識として、全社の財務指標を意識したロジスティクス管理や調達先との

商習慣の協議が、現在のロジスティクスレベルが強い影響を与えることがわかった。 

以上をふまえ、図表 3-20に、現在の自社のロジスティクスレベルに影響を与える項目をまとめ

た。 

 

図表 3-20 現在の自社のロジスティクスレベルに影響を与える項目 
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3.2 将来の自社のロジスティクスレベルに影響を与える項目 

ロジスティクスレベル向上に向けたヒントの抽出を目的として、自社物流・ロジスティクス部

門の責務やと将来のロジスティクスレベルがどのような関係にあるのか振り返りをおこなう。 

将来のロジスティクスレベルは、荷主企業が考える「将来あるべき姿」の水準を示すものであ

る。このレベルが高い企業ほど、ロジスティクス課題への意識が高く、将来的に求められる取り

組みを先取りして自社の課題として認識している可能性がある。そのため、将来のロジスティク

スレベルと関係が深い施策は、今後取り組むべき重要な施策を示唆するものであり、荷主企業に

とって参考となる情報として掲載した。 

図表 3-15 から、物流・ロジスティクス部門の現時点および将来において重視している項目

に、将来のロジスティクスレベルに強い影響を与えているものはなかった。 

また、図表 3-11～図表 3-14 の分析結果より、物流・ロジスティクス部門が取り組むべき課題

について、物流コストの可視化および適正化が、将来のロジスティクスレベルが強い影響を与え

ることがわかった。その他、調達部門との連携によるロジスティクス改革、デジタル化推進によ

る現状の物流キャパシティの把握、長距離輸送の継続に向けた取り組みの推進、ドライバーの拘

束時間削減の推進など、多岐にわたる項目が将来のロジスティクスレベルに影響を与えることが

わかった。 

また、将来的な課題として、全社の財務指標を意識したロジスティクス管理、調達先との商習

慣の協議、物流効率化推進に向けた適切な投資、輸送効率化、持続性の維持に向けた水平連携・

共同輸配送、輸配送における CO2 排出量の可視化・削減施策の推進などが将来のロジスティクス

レベルに影響を与えることがわかった。 

以上をふまえ、図表 3-21に、将来の自社のロジスティクスレベルに影響を与える項目をまとめ

た。 

 

図表 3-21 将来の自社のロジスティクスレベルに影響を与える項目 
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3.3 ロジスティクスレベル向上に向けたステップ 

本章の分析結果をもと、物流・ロジスティクス部門の責務や課題のうち、特に現在のロジステ

ィクスレベルと関係が深い項目を「取り組みの難度」と「取り組み対象の範囲」の２軸で整理し

た（図表 3-22）。自社のロジスティクスレベルの現状を把握し、推奨される取り組みの順序

や、次のステップへ進むために必要なアクションを示す指針として掲載した。 

 

図表 3-22 ロジスティクスレベル向上に向けたステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、現時点で自社がステージ０にあると考える荷主企業は、まず「物流コストの可視化と

適正化（ステージ１）」に最優先で取り組むことが推奨される。特に、物流コストの大半を占め

る輸配送コストの適正化では、積載効率の向上などへの取り組みが重要となる。こうした改善が

進むにつれ、自社単独では解決できない課題が増え、物流・ロジスティクス部門以外の社内外の

ステークホルダーとの協議が必要となる。このステージでは、物流・ロジスティクス部門の課題

解決を中心に取り組むことでロジスティクスレベルも向上すると考えられる。 

次のステージ２では、在庫管理の適正化を主要な責務と捉え、在庫を含むロジスティクス KPI

管理や、さらなる物流効率化施策の検討が重要となる。そして、社内のサプライチェーン関連部

門との連携強化を中心に取り組むことで、さらなるロジスティクスレベルの向上が見込まれる。 

さらにステージ３では、「リスク管理・事業継続」を責務とし、企業価値向上を目的とした全

社的な財務指標の達成や、トラックドライバーの問題を含む広範な社会課題解決に向けた非財務

指標の管理を進めることが重要となる。このステージでは、社外のステークホルダーとも連携し、

自社課題の解決にとどまらず、物流事業者との協議や、取引先との商習慣の協議、共同物流に向

けた業界他社との連携協議など、サプライチェーン全体の効率化に向けて取り組むことでロジス

ティクスレベルの向上が見込まれる。これらの取り組みを通じ、サプライチェーン全体の効率化

を図ることが求められる。 

また、ステージに関係なく、本調査結果から、物流統括管理者の責務として積載効率の向上な

ど、ドライバーの生産性向上に関わる物流課題に取り組むこと自体が、波及効果として荷主企業

のロジスティクスレベル向上に寄与することが示唆されている。 
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第４章 アンケート結果（自由記述） 

１．物流管理・運営における課題認識  

本調査では、物流管理・運営における課題認識について自由回答形式で質問している。ここで

は、その回答の一部を紹介する。 

 

 １）主に輸送に関わる荷主企業の課題 

・運送業の労働時間上限規制に伴い、荷待ち・荷降ろし時間の削減を推進。具体的には、バ

ラ積みからパレット積みへの転換およびレンタルパレットの積極活用を進めている。ま

た、運送業者からの値上げ要請にも真摯に協議の場を設けるようにしている。なお、値上

げ比率については標準的運賃の値上げ率８％を目安としている。【食品（要冷・常温）】 

・自社物流網を維持するための課題として、客先とのドライバー付帯作業の削減や受注リー

ドタイムの改善を進める必要がある。【食品（要冷・常温）】 

・輸配送・在庫保管はすべて外部委託しており、地方配送の継続維持や冷凍・冷蔵車両不足

の解決が喫緊の課題である。【食品（要冷・常温）】 

・ローリー車（円筒状のタンクを搭載した車両）によるバルク輸送の特殊性や、荷待ち・荷

役それぞれの詳細な時間把握が課題である。【食品（要冷・常温）】 

・物流効率化のため、配送ロット向上やリードタイムの延長（N＋２）に、本年度より取り組

む。コロナ禍の影響で取り組みが滞っていた。【食品（要冷・常温）】 

・BtoBから BtoCへのシフトにより、多頻度小口発送が増加し、さらなる効率改善が求められ

ている。【繊維】 

・長距離輸送の手配が困難であり、運送費のコスト対応としてロットをまとめ、出荷回数を

減らすことが課題となっている。【繊維】 

・業界全体で統一した要請を着荷主（顧客）におこない、荷役や取引条件の改善を営業部門

も含めて進める必要がある。【紙・パルプ】 

・輸送におけるパレット化が課題だが、積載効率が悪くなるため、実現が難しいと考えてい

る。【紙・パルプ】 

・製品の特性上、軽量であるため手積み・手降ろしが多く、なかなかパレット化が進まな

い。【プラスチック・ゴム】 

・正確な物流荷量の把握と複雑なルートの再編を進めることが必要。【プラスチック・ゴム】 

・ドライバーの拘束時間短縮のための配車調整をおこなうとコストアップになることが課題

である。【石油製品・石炭製品】 

・危険物を輸配送する運送事業者の確保が課題である。【その他化学工業】 

・直前の出荷変更を減らすため、出荷先とのコミュニケーション強化が必要となっている。

【窯業・土石・ガラス・セメント】 

・元請けに委託しているため物流に関わる実態がみえておらず、KPI 管理ができていない。

【輸送用機器】 
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２）輸送以外の物流全般に関わる課題 

・物流・ロジスティクス部門の情報発信が弱く、社内全体の物流に関する関心が低い。部門

内の業務は発生対応型であり、計画的な運営ができていない。情報を受け取る側から、提

供する側へと転換することを目指している。組織全体で目標や KPI に関する情報が一元管

理されておらず、全体像を把握できていない。【食品（要冷・常温）】 

・製造部門・販売部門に対して、物流改善の重要性（コスト・継続性）の認識向上を図る取

り組みを進めているが、商慣行による制約が依然として多く、課題となっている。また、

法令に関する知見が部門長の経験に依存しており、法改正への適応に向けて適切な判断が

できる人材の育成が急務である。【食品（要冷・常温）】 

・自社の商品ラインナップの特性上、物流面でも多品種少量への対応が求められている。在

庫管理の改善、配送効率の向上、物流関連法令の遵守、物流ネットワークの再構築といっ

た項目を重点課題としている。【食品（要冷・常温）】 

・物流危機への対応とコストインパクトのバランスが課題である。どちらも経営課題として

重要だが、相反する要素があるため、調整が必要。【食品（要冷・常温）】 

・労働力不足への対応、物流コスト高騰対策、サステナブル物流の推進などが今後の重要課

題となる。【食品（要冷・常温）】 

・物流課題は自社のみで解決できないため、異業種企業との連携が不可欠であると考える。

【食品（要冷・常温）】 

・自社専用の物流センターを有しており、荷下ろし待ちは発生しない。また、料金の値上げ

についても柔軟に対応している。【食品（要冷・常温）】 

・倉庫キャパシティ、トラック確保、製造外注先のパレット出荷の推進が課題となってい

る。【食品（要冷・常温）】 

・ドライバーの負荷低減や物流効率化を推進し、持続可能な物流体制を構築することが求め

られる。【食品（要冷・常温）】 

・在庫数の適正管理、配送便の安定確保、積載効率の向上を通じたコスト抑制が課題であ

る。【紙・パルプ】 

・注文の波動が大きく、物量の平準化が進まない。特に、月末・月初・期変わりにオーダー

が集中する傾向がある。【紙・パルプ】 

・物流部門の専門部署が存在せず、物量が特定時期に集中するため、難しい対応を余儀なく

されている。【出版・印刷】 

・製品に関わる物流以外の対応や経営層の物流に対する認識不足が課題であると考える。 

【石鹸・洗剤・塗料】 

・事業形態が多岐にわたるため、物流形態も多様であり、共通の施策が少ないという状況で

ある。【その他化学工業】 

・コンプライアンスの遵守や物流の安定化に関する課題が多い。【その他化学工業】 
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３）人的管理・人材育成などについての課題 

・組織横断型の取り組みを主導できる人材が不足している。長年、物流部門が人材の受け皿

となっていたこともあり、改革を推進できる人材が極めて少ない。そもそも物流に関する

スキルやノウハウを持った人材が不足している。【食品（要冷・常温）】 

・担い手の高齢化や着荷主要員の不足により、作業の改善や人材確保が進んでいない。ま

た、物流改善施策は、既存のコストやオペレーションの制約により進展が遅れている。【食

品（要冷・常温）】 

・業務の属人化が進んでおり、業務改善の妨げとなっている。【食品（要冷・常温）】 

・地域によっては倉庫での人手不足が深刻化しており、通常の倉庫運営に加え、ドライバー

の待機時間削減や負荷軽減が難しい状況となっている。【プラスチック・ゴム】 

・事業継続の観点から、人的資源の安定確保が課題である。【プラスチック・ゴム】 

・物流管理・運営を安定的に維持するための人材教育・人材確保が課題。特に、メンバーシ

ップ型人事制度からジョブ型への移行が望ましいと考えられる。また、物流コスト増加に

対する意識改革も必要である。【その他化学工業】 

 

４）物流の効率化・DX 推進 

・デジタル技術活用による効率化の推進、人材の確保・育成、業界連携（垂直・水平）を推

進している。【食品（要冷・常温）】 

・生産部門や営業部門、技術部門と比較し、物流は社内外の情報についてのシステム化・一

元管理が進んでいない。【プラスチック・ゴム】 

・DX の推進が遅く、最近になってようやく検討を開始した。KPI などにより数字は毎月確認

できているが、数字分析からの改善が少ない。【石鹸・洗剤・塗料】 

・基幹システムのデータベースが物流視点になっておらず、情報の活用が課題となってい

る。【その他化学工業】 

 

５）社内外の連携に関わる課題 

・サプライチェーン全体のマネジメント力向上のため、関係部署間の連携不足（個別最適指

向）が課題である。【食品（要冷・常温）】 

・調達・社内物流部門の協力度向上が必要であると考える。【食品（要冷・常温）】 

・物流会社と会議をおこない、随時改善する以外に方法がない。【紙・パルプ】 

・経営視点に立った部署横断的な物流課題の提案・実行が最大の課題であると考える。 

【プラスチック・ゴム】 

・自社流通の最適化から全体最適化へ進めることが課題である。【医薬品】 
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２．物流統括管理者に関わる期待事項・不安な点 

自社での物流統括管理者の選任に向けた課題認識や、今後の物流統括管理者の定義に向けた政

省令制定にあたっての期待事項・不安な点について、自由回答形式で質問した。ここでは、その

回答の一部を紹介する。 

 

1）物流統括管理者の選任への期待 

・物流は「ものが届いてこそ売上が立つ」という重要な機能であり、持続可能な物流網の構

築に期待したい。【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者の選任にあたって、権限の強化や組織化が促進されることを望んでいる。

【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者には、机上の計算ではなく、現場の実態を正しく把握し、改善施策を実行

してほしい。【食品（要冷・常温）】 

・正式な任命については、具体的な要件や手続きが法的に決定され次第、対応する予定であ

る。【食品（要冷・常温）】 

・政省令の制定に関係なく、経営陣の物流課題に対する理解を深めるとともに、物流統括管

理者には全社最適や部門横断的な課題解決の役割を果たすことを求めたいと考えている。

【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者の選任だけで課題が解決するわけではないため、各荷主・物流事業者の意

識改革の契機となることが重要である。【食品（要冷・常温）】 

・社内における物流統括管理者の必要性についての理解が深まることを期待している。 

【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者には、全体最適の視点で意思決定をおこなう権限が必要であり、生産・営

業のいずれにも属さない独立した管理者とすべき。【紙・パルプ】 

・特に任命に対する課題はないが、役員が物流統括管理者となることで、物流問題の認識が

高まり、必要な投資の実行が早まることを期待したい。【紙・パルプ】 

・物流統括管理者を設けること自体はよい取り組みだと思う。【プラスチック・ゴム】 

・物流部門だけでなく、製販や管理部門を含めた組織的な物流対策が進むことを期待する。

【その他化学工業】 

・物流部門の責任者が当事者意識を持って課題解決に取り組むような義務規定や積極的な行

政指導が必要。経営層が危機感を持つことで、社内全体が物流問題に対してひとつの方向

性を持って動くようになるはず。【その他化学工業】 

・経営層および社員への物流に関する理解促進（啓発活動）を期待する。【その他化学工業】 

・社内における物流・ロジスティクスの位置づけ向上（役員管掌業務としての認知獲得）を

期待する。【輸送用機器】 

・すでに CSCO（Chief Supply Chain Officer）を設置しているため、中長期的な視点で物流

変革を進めていく。【その他】 
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２）物流統括管理者の選任に関する不安や課題 

・物流統括管理者の選定基準があいまいで、詳細がよく分からない。一度選出されたら半永

久的に続くのか、途中で交代することは可能なのか。任命された企業に何かメリットはあ

るのか。例えば、物流の諸課題に関する取り組みに応じて、補助金などの支援が受けられ

るのかなどが疑問である。【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者の責務として想定されている業務は、営業や製造など部門ごとに統治され

ている一般的な企業組織においては、たとえ役員クラスでも実施が困難であると懸念して

いる。【食品（要冷・常温）】 

・適任者が現在のところいない。物流以外の課題も抱えており、その中で物流の優先順位が

低いため、任命に向けた検討が進まない。【食品（要冷・常温）】 

・グループ内の事業会社ごとに物流統括管理者の任命が必要になると、製造・販売それぞれ

に物流統括管理者が必要となり、意思の統一が困難になる。【食品（要冷・常温）】 

・管理者業務の国の基準や定義があいまいで、実際に効果的な改善につながるのか不安があ

る。定義を明確にし、着荷主も含めた物流の実態に即した法規制とすることが望ましい。

【食品（要冷・常温）】 

・製造業においては、発荷主・着荷主（生産工場）を統一的に管轄する責任者が不在であ

る。さらに、関係会社・EC 部門・輸出部門がそれぞれ独立して物流をおこなっているた

め、物流部が全社物流を統括することが難しい。【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者の任命に関する基準が明確化されていないため、何を対応すべきか、また

今後のスケジュールとの整合性が不透明な点が不安である。【繊維】 

・社内での対応は可能だが、荷物を受け取る側が同様の認識を持ってくれるかどうかについ

ては不安を感じている。【出版・印刷】 

・いつまでに選任を決定すべきか、対象となる企業が明確でないため、社内での展開が難し

い。法令などで明確な基準を定めてもらえると、よりスムーズに対応できると考える。 

【プラスチック・ゴム】 

・物流統括管理者に就任する責任者の知識不足が懸念される。【石油製品・石炭製品】 

・実際に何をすればよいのかがまだ明確でなく、不安を感じる。【その他化学工業】 

・サプライチェーン最適化の範囲が広がると、各事業部門長の権限と重なり、全社的な物流

統括管理者の権限設定が困難になるのではないかと懸念している。【その他化学工業】 

・異なる事業を複数持つ企業の場合、全体を統括する物流管理者をどのように設置するべき

かが分からない。【その他化学工業】 

・新しいルールの内容が複雑であり、対応に戸惑いを感じている。【その他化学工業】 

・国による明確な定義付けを待っている。役員が物流統括管理者となるべきなのか、それと

も部門長が担うべきなのかが分からない。役員が担う場合、現場との距離が遠くなるとい

う懸念がある。【その他化学工業】 

・選任の進め方や社内での説明方法について不安を感じている。【その他化学工業】 

・業界や企業の事情、規模が異なる中で、政省令制度との整合性が取れるのかが心配である

と感じている。【窯業・土石・ガラス・セメント】 
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３）物流統括管理者の選任に関する要望や意見 

・物流統括管理者の選任対象となる企業の範囲を広げるべきである。現状では、中小規模事

業者からみると、大規模事業者のみが取り組むべき課題のように見受けられる。例えば、

年間 1 億円以上の物流費が発生する企業を対象に物流統括管理者の選任を義務化するな

ど、一定の物流取引が発生する企業は、誰もが取り組むべき課題として位置づけるべきと

考える。【食品（要冷・常温）】 

・CLO（Chief Logistics Officer）と同義で語られることが多いが、現在の物流統括管理者

はロジスティクス全体を統括できる立場にないため、CLO と同義とする定義には問題があ

る。【食品（要冷・常温）】 

・物流統括管理者と CLO の役割や責務を明確に区別する必要がある。【食品（要冷・常温）】 

・中小企業においては、専任の物流統括管理者を選任することが難しく、他の業務と兼務す

る形にならざるを得ない。そのため、過度な負担を避けるためにも、報告業務は最低限に

とどめてほしい。また、物流事業者から荷主に対する評価をフィードバックする仕組みが

あれば有用である。【食品（要冷・常温）】 

・多重構造の改革および物流従事者の賃金原資を確保するため、今回の法改定は必要であっ

たと考える。【繊維】 

・物流子会社に任せている部分が多く、現時点では物流統括管理者を設置する動きはみられ

ない。経営層が物流を統括する役割を担っておらず、情報が適切に共有されていない可能

性もある。【紙・パルプ】 

・省庁から各企業の社長に対し、「物流機能のみを統括する責任者を設置する必要性」につい

て理解を促す活動を強化してほしい。罰則を科す相手を特定するための施策としてではな

く、前向きな意義を持つ制度として推進してもらいたい。【プラスチック・ゴム】 

・物流統括管理者が必ず役員でなければならないのかが不明確である。推進力を持って取り

組むためには、役員以上の立場の者が物流統括管理者を担うことが望ましいと考える。【プ

ラスチック・ゴム】 

・販売部門の動きに振り回されることが多いため、物流提案からアクションを実施するスキ

ームをどのように社内で決めるかが課題である。制度の定義ではなく、「なぜ物流統括管理

者が必要なのか」について明確に示してほしい。【石鹸・洗剤・塗料】 
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第５章 ヒアリング調査結果 

１．有識者インタビュー実施概要 

本調査では、物流統括管理者および物流管理に関連して、先進的な知見を有する実務家および

有識者に対しインタビューを実施した。インタビュー実施期間は 2024 年 10 月 11 日（金）～10

月 17 日（木）であった。 

インタビューは、今後求められる物流統括管理者像、物流統括管理者を選任して適切に責務を

果たしていくうえでの課題などを明らかにすることを目的に実施した。 

求められる物流統括管理者像としては、罰則規定のある実施状況報告などの最低限の対応にと

どまらず、新物効法の目的を鑑み、必要なロジスティクス施策を立案できる「より視座の高い物

流統括管理者」を目指す必要がある。また、近接する概念である CLO（Chief Logistics 

Officer）や CSCO（Chief Supply Chain Officer）の役割を参考にしながら意見交換をおこなっ

た。 

参考までに、今回インタビューをおこなった有識者５名の方のプロフィールおよび、インタビ

ューの質問項目を図表 5-1 および図表 5-2 に示す。 

 

図表 5-1 有識者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2 有識者インタビュー質問項目 
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２．インタビューサマリー 

以下、先進的な知見を有する実務家および有識者に対しインタビューを実施した結果のまとめ

を掲載する。 

 

１）より視座の高い物流統括管理者を目指す際の役割と理想像 

・日本の物流統括管理者像は、グローバルにおける CLO（または CSCO）の役割と隔たりがあ

る。日本では「物流統括者」としての役割にとどまりがちだが、本来は全社的なサプライ

チェーンの最適化に関与すべきである。 

・グローバルにおける CLOは、単なる物流管理者ではなく、企業全体の戦略的意思決定に関与

する役員ポジションとされている。具体的には、売上戦略に基づきサプライチェーンの最

適なオプションを提案する役割を担い、CMO（Chief Marketing Officer）や CFO（Chief 

Financial Officer）と並ぶ重要な経営層の一員としての視座が求められる。 

 

２）物流部門の全体最適と物流効率化 

・物流改革を推進するには、部門横断的な体制が不可欠であり、個別最適ではなく全体最適

を追求することが求められる。全体最適の視点を持つことで、個別最適とは異なる新たな

KPI が創出され、物流組織全体として追求すべき指標が明確になる。 

・物流コストの可視化は、ロジスティクス改革の初期段階において極めて重要である。拠点

別の物流コスト構造や積載効率を指標化し、その後の改善や変革、モニタリングを計画す

べきである。 

 

３）組織体制と責任文化 

・物流コストや物流指標の悪化に対し、誰が責任を持って対応するのか明確にするため、具

体的なレポートラインを設計する必要がある。各指標の責任者を明確にし、チームとして

の責任文化を醸成することが CLO 組織には不可欠である。 

・物流統括管理者は、法改正やリスク管理の重要性を経営層に訴える役割を担うことが求め

られる。特に、物流業務が法的リスクやレピュテーションリスクに直結することを経営陣

に理解させることが、物流改革の推進力となる。 

 

４）物流統括管理者に必要なスキルと視座 

・物流統括管理者には、損益計算書（P/L）や貸借対照表（B/S）の理解をはじめとする高度

な財務知識と戦略的視座が求められる。CEO と同等のスキルを持ち、物流のみならず全社的

な最適化を議論できることが理想である。 

・物流統括管理者は、調達・生産・販売などの各部門を横断してリーダーシップを発揮し、

企業全体の調整役を担うことが求められる。グローバル基準では、CSCO や CFO など経営層

と連携し、経営戦略にコミットする姿勢が重要視されている。 
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５）全体的な課題と今後の取り組み 

・日本企業では、物流をコストセンターと捉える傾向が依然として強く、物流改善に対する

意識が経営層に十分浸透していない。物流を単なるコストではなく「ビジネスチャンス」

として捉え、経営層への意識改革が必要である。 

・今後、日本企業における物流統括管理者の成熟と育成が重要な課題となる。グローバル基

準に即した物流統括管理者を育成するために、教育プログラムの整備や組織全体でのサポ

ートが求められる。 

・より視座の高い物流統括管理者は CSCO として、物流を起点に経営へ貢献することが求めら

れる。物流統括管理者の主なミッションは、オペレーション管理だけではなく、コストの

可視化や輸配送の効率化に向けた戦略的取り組みを主導することである。 
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３．ステップアップのためのアクションプラン 

有識者インタビューでは、最低限の要件を満たすだけではなく、より視座の高い物流統括管理

者を目指すための役割と理想像が示された。 

物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆる CLO（Chief Logistics Officer）として

の経営管理の視点や役割も期待されている一方、さらに高いレベルとして CSCO（Chief Supply 

Chain Officer）として物流を起点に経営に寄与することが求められており、「全体的なサプラ

イチェーンの最適化をミッションとすることが求められている。 

有識者インタビューの結果をもとに、ステージ別に職責・組織体制・スキルなどを整理したも

のを、図表 5-3 に掲載する。ここでは、罰則規定のある項目への対応を含め物流統括管理者とし

て最低限の要件のみ満たしている状況をステージ０として、より視座の高い物流統括管理者を目

指すために求められる要件（ステージ１～３）について検討をおこなった。 

 

図表 5-3 より視座の高い物流統括管理者を目指す際に求められる要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、自社が現在どのステージにあるのかを明確化し、次のステップへ昇格するために必要な

アクションを促すことを目的として、ステップアップのためのチェックリスト（早見表）を作成

した（図表 5-4）。参考として対応するステージと役割の関連性を示すため、どのステージが

CLO および CSCO に対応するかを記載した。 

 

図表 5-4 ステップアップのためのチェックリスト（早見表） 
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これまでのアンケート調査やインタビューの結果をもとに、段階的に荷主企業がステップアッ

プするための道筋として考えられるアクションプランの例を紹介したい。 

この例では、物流業務の標準化と効率化から始まり、段階的なステップを経て、最終的に企業

全体の経営戦略と一体化した高度な物流・サプライチェーン戦略を確立するまでのプロセスを示

している（図表 5-5)。 

 

図表 5-5 ステップアップに向けたアクションプラン（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初の段階（ステージ０からステージ１）では、システムなどの導入により物流コストや物流

業務の可視化を進め、物流・ロジスティクスに関わる KPI 設定および定期的なモニタリングを実

施することなどが求められる。この時点では、物流業務レベルでの効率化推進をおこなうことが

求められる。 

そこから一段進んだ段階（ステージ１からステージ２）では、部門間連携を強化し、全社での

最適化を推進することが求められる。具体的には、可視化された情報と各種 KPI を活用し、調

達・製造・販売部門の連携を強化するための体制整備が必要である。 

また、この段階では、AI やデータ活用による需要予測の強化、在庫最適化、輸配送効率化の実

現に向けた仕組みの導入が求められ、各部門間での情報共有とコミュニケーション強化が重要と

なる。 

最終的な段階（ステージ２からステージ３）では、社外との連携を強化し、サプライチェーン

全体の最適化を目指すことが求められる。この段階では、サプライチェーン全体の KPI を抽出

し、短期・長期の視点で継続的なモニタリングをおこなうことが重要である。 

さらに、調達先や販売先などの外部ステークホルダーとの定期的な対話・協議を実施し、商品

開発への関与、需要変動への柔軟な対応、BCP（事業継続計画）、グローバルリスク対応といっ

た取り組みを進め、安定的かつ持続可能なサプライチェーン運営を実現することが期待される。 

最終的には、こうした成熟した組織体制のもとで、物流・ロジスティクスが経営戦略の一部と

して位置づけられることが理想である。その結果、全社的な視点で物流・サプライチェーン戦略

が策定され、経営陣への定期的な報告・意思決定のプロセスに組み込まれることが期待されてい

る。  
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第６章 まとめ 

１．物流統括管理者の業務について 

2024 年 11 月 27 日に公開された新物効法の施行に向けた合同会議取りまとめ案によれば、物流

統括管理者は、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者であるとさ

れている。 

物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送（輸送）、荷役といった物流の各機能を改善

することだけではなく、調達、生産、販売などの物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を

計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先などの社外事業者などとの水平連携や垂直連携

を推進することなどが求められ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することになる。 

このため、ロジスティクスを司るいわゆる CLO（Chief Logistics Officer）としての経営管

理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な経営判断を

おこなう役員などの経営幹部から選任されることが必要であるとされている。 

こうした中、新物効法上の物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位

にある者をもって充て、以下の業務を統括管理することとされており、これらのうち、下記③の

業務の具体的な内容については、省令で定めることとされている。 

 

① 中長期計画の作成 

② トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を 

是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備 

③ その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務 

 

物流統括管理者は、新物効法に基づく義務などに対して全社的な責任を持って対応する必要が

あることから、上記③の業務として、図表 6-1（ⅰ）～（ⅴ）の業務を規定する必要があるとさ

れている。 

それらに加え、フィジカルインターネットの実現に向けた水平連携や垂直連携の推進のために

は、他の荷主や物流事業者をはじめとするさまざまな関係者と連携しながら、商慣行の見直しや

オペレーションの調整、物流標準化などに取り組む必要があることから、（ⅵ）の業務も規定す

る必要があるとされる。 

また、物流統括管理者は、物流改善に向けた現状の把握や分析などに当たって、デジタル技術

を効果的かつ効率的に活用し、業務をおこなうことが望ましいとされている。 
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図表 6-1 その他トラックドライバーの運送・荷役などの効率化のために必要な業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお参考情報として、物流統括管理者の選任が義務付けられる荷主や連鎖化事業者（フランチ

ャイズチェーンを行う事業者）では、年間の取扱貨物の重量で９万トン以上という案が示され

た。国内の上位 3,200 社程度が該当する見込みとなっている。 

なお、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケ

ースが多い特殊性を有する業種では、重量の把握に多大なコストがかかることが想定されると指

摘。そのため、取扱貨物の重量算定方法は複数の選択肢を提示し、合理的な算定方法を選択する

ことが提案されている。 

2025 年３月までに、発着荷主としての総重量から「特定荷主」の基準が政省令にて公表され、

2025 年４月以降は、基準である重量を把握するための期間となる。そして基準を満たす場合は

2026 年３月までに特定荷主である旨を届け出る、そして物流統括管理者の選任が必要となること

になる。2026 年４月以降、中長期計画の作成と定期報告が求められることになる。 
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２．物流統括管理者が対応すべき課題のまとめ 

本調査を振り返り、荷主企業の現状および課題を整理すると、第３章ではアンケート結果を重

回帰分析に基づいて解析し、物流・ロジスティクス部門の責務や課題のうち、特に現在のロジス

ティクスレベルと密接に関連する項目を抽出した。そして、それらを「取り組みの難度」と「取

り組み対象の範囲」の２軸で整理した。 

また、第５章では、有識者インタビューの結果をもとに、物流統括管理者の役割をステージ別

に分類し、職責・組織体制・スキルの視点から整理した。さらに、より高い視座を持つ物流統括

管理者を目指すために必要な要件について考察をおこなった。 

図表 6-2 は、アンケートおよびインタビューの結果に加え、第６章前項で整理した法令などに

よる要件も踏まえ、物流統括管理者が果たすべき業務を整理したものである。 

 

図表 6-2 ステージ別物流統括管理者が対応すべき課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表では、横軸に「取り組み対象の範囲」、縦軸に「取り組みの難度」を設定し、最低限の要

件を満たす物流統括管理者（ステージ０）から、より高い視座（および視野）を持つ物流統括管

理者（ステージ１～３）へと高度化する道筋を示している。 

あわせて、ステージ別に物流統括管理者が対応すべき課題を整理し、荷主企業における物流オ

ペレーションや財務成果・企業価値に関わる自社課題と、トラックドライバーの負荷軽減やトラ

ック輸送の過度な集中是正といった社会課題に分類して図示している。 

 

 

 

 

  



- 62 - 

 

３．環境整備や支援が必要な対象について  

最後に、物流・ロジスティクスに関連する行政や業界団体が、今後、環境整備や支援を進める

べき対象について、調査結果をもとに検討する。 

ここでは、第３章で扱った現状のロジスティクスレベルと将来的にあるべきロジスティクスレ

ベルの差異をもと、荷主企業の分類を試みた。具体的には、縦軸に「現状のロジスティクスレベ

ル」、横軸に「将来の理想的なロジスティクスレベル」を設定し、回答企業を分類した結果を図

表 6-3 に示す。 

 

図表 6-3 支援が必要な荷主企業の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益性の観点から、まずは産業界において特定荷主全体のロジスティクスレベルの底上げが重

要であり、ロジスティクスレベルが低いセグメントを優先的に支援する必要があると考えた。 

今回のアンケートの集計結果を振り返ると、第３章（p.11）の結果からは、自社のロジスティ

クスレベルについて「最低限のオペレーション・法令順守が可能なレベル」または「その対応す

ら困難なレベル」と回答した企業が全体の約３割を占めることがわかった。 

アンケート回答企業のすべてが、法制化により特定事業者に指定されるわけではないが、仮に

特定事業者に指定された場合、一定数の企業が前ページの分類におけるステージ０（または０未

満）にとどまる可能性が高いと考えられ、これらのセグメントが最優先で支援が必要なグループ

であると結論づけた。 

実際に、第４章のアンケート結果（自由回答）からは、「実際に何をすればよいのかがまだ明

確でなく、不安を感じる」や「新しいルールの内容が複雑であり、対応に戸惑っている」といっ

た声が寄せられている。 

そのため、物流・ロジスティクスに関連する行政や業界団体におかれては、まずは法令順守へ

の取り組みに対する支援が最優先の課題ではないかと考えた。例えば、行政や業界団体が、法令

順守のために必要な対応を正しく認識できるよう情報発信をおこなう、その他、法改正の認知度

向上、法令順守に向けた啓発活動や相談体制の整備が必要であると考えた。 
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また、「物流統括管理者に就任する予定者の知識不足が懸念される」という意見もあり、物流

統括管理者として選任される見込みのある人材を対象に、最低限の知識を習得できる教育プログ

ラムの提供も有効な支援策となりうると考えた。 

次に、②必要なロジスティクスレベルが実現できていないグループや、③さらに高いロジステ

ィクスレベルを目指すグループに対しては、例えば JILS では、各種セミナーや専門講座の開催

や、ロジスティクス高度化に関する事例発信、ネットワーク構築の機会提供を進めている。 

また、④のグループについても、既に必要なロジスティクスレベルを実現できていると考える

荷主企業であっても、単に潜在的な課題を認識できていないだけの可能性もある。 

行政ならびに業界団体におかれては、引き続き、全ての荷主企業ならびに産業界に向けて物流

課題への対応の重要性について、情報発信を継続し、意識啓発を継続する必要があると考えられ

る。 
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◇資料編 

１.WEB アンケート調査票 

 

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

物 流 統 括 管 理 者 に 関 わ る 実 態 調 査 

 

この度、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会は、  

「物流統括管理者に関わる実態調査」を実施いたします。  

 

本調査は物流統括管理者（※１）に関わる荷主企業の現状把握、物流統括管理者の担うべき役 

割、そのために必要な取組事項の明確化を目的としております。  

 

調査の結果から導き出された物流統括管理者の在り方や取組事項を、  

今後の当協会としての物流統括管理者の支援に向けた検討や普及啓発活動に役立てたく、  

皆様の現状や率直な課題認識をお聞かせいただけますと幸甚です。  

 

ご回答いただいた皆様には、本調査の集計結果をまとめた報告書（PDF 形式）を送付致しますの

で、ぜひ自社の取組水準のベンチマーク資料としてご活用いただければと存じます。  

 

● 回答結果は厳重な管理のもと統計処理を行いますので、具体的な社名などは公表されません。 

個人情報の保護につきましてはプライバシーポリシーをご覧ください。 

  

● 記述回答につきましては、回答企業が特定されない範囲で報告書に引用させていただきます。  

 

【調査要領】  

・本調査では、物流（※２）・ロジスティクス（※３）の現状と今後求められる姿の把握、求め 

られる姿の実現に必要な取組事項の明確化を目的としております。  

・上記を踏まえ、現状の取組水準・ご認識と今後求められる取組水準・課題認識を各設問でお 

伺いします。  

 

【ご回答要領】  

・画面上の各設問の案内に従い、ご回答・ご記入をお願いいたします。  

・回答には 20 分程度かかると予想されます。回答を中断して再開いただくことも可能です。 

再度同じ端末でアクセスいただければ、回答を途中から再開することが可能となっております。 

  

回答期限：2024 年８月 22 日（木）24：00  

【アンケート想定】  

注１）複数の事業があり、事業によって物流・ロジスティクスの状況が大きく異なる場合は、 

https://www1.logistics.or.jp/privacy.html
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代表的な事業を想定してご回答ください。  

注２）物流子会社の場合は、親会社の立場でご回答ください。  

注３）日本国内の物流を想定してご回答ください。  

 

（※１） 物流統括管理者  

流通業務総合効率化法の改正において、一定規模以上の特定荷主に対し選任が義務付けられたも

の。 荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者を選任する必要があり、  

荷待ち・荷役時間の削減と積載率向上に対する中長期計画の作成、  

トラックドライバーの負荷低減・トラック輸送への過度の集中是正のための事業運営方針作成、 

事業の管理体制の整備、その他、ドライバーの運送・荷役などの効率化のための業務が責務とな

る。  

 

（※２）物流  

・物資を供給者から需要者へ、時間的、空間的に移動する過程の活動。  

・一般的には、包装、輸送、保管、荷役、流通加工及びそれらに関連する情報の諸機能を総合的

に管理する活動。 ・調達物流、生産物流、販売物流、回収物流（静脈物流）、 消費者物流など、

対象領域を特定して呼ぶこともある。 

(JIS Z 0111：2006 1001)  

 

（※３）ロジスティクス  

物流の諸機能を高度化し、調達、生産、販売、回収などの分野を統合して、  

需要と供給の適正化をはかるとともに顧客満足を向上させ、  

あわせて環境保全及び安全対策をはじめ社会的課題への対応をめざす戦略的な経営管理。  

(JIS Z 0111：2006 1002) 

 

全体仮説項目 

 

現時点の自社の物流・ロジスティクスレベルはどの水準にありますか。 
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将来の自社の物流・ロジスティクスレベルはどの水準にあるべきと考えますか。 
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現時点では物流・ロジスティクス部門がどのような役割を果たすことが重要であると認識されて

いますか。項目ごとに４段階で選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来は物流・ロジスティクス部門がどのような役割を果たすことが重要になると認識されていま

すか。項目ごとに４段階で選択してください。 
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【用語解説】  

CSR  

Corporate Social Responsibility の略で、企業が社会的存在として果たすべき責任のこと。  

企業は利益を追求するだけでなく、社会や環境への貢献も求められている。  

CSR の活動には、環境保護、地域社会への貢献、労働環境の改善などが含まれる。  

 

SDGs  

Sustainable Development Goals の略で、「持続可能な開発目標」を意味する。  

これは、国連が 2015 年に採択した 17 のグローバル目標で、  

貧困の撲滅、教育の質向上、ジェンダー平等、クリーンエネルギーの普及など、  

多岐にわたる分野での持続可能な発展を目指している。  

 

ESG  

環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の３つの観点から、  

企業の持続可能性や社会的責任を評価する枠組みのこと。  

CSR や SDGs もこの枠組みの一部として考えられ、企業がどのように社会的責任を果たし、  

持続可能な発展に寄与するかが注目されている。 
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ロールファンクション仮説  

 

貴社の物流・ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化について  

今後、荷主企業には単なる物流コストの適正化だけでなく、生産コスト・事業継続／成長・在庫

の最適化といった全社の財務指標を意識した物流・ロジスティクスの実現が求められると考えて

おります。  

 

物流・ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化について、物流・ロジスティクス部門とし

て現状取り組めている内容を以下選択肢の中から選択してください。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流・ロジスティクスを起点とした財務体制の健全化について、物流・ロジスティクス部門とし

て今後取組が必要と考えている項目、取り組むべき課題として認識している項目を以下選択肢の

中から選択してください。（複数選択可）  
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【用語解説】  

CCC  

Cash Conversion Cycle の略で、仕入債務を支払ったのちに売上債権の回収までの所要日数を示

す指 標。  

短い CCC は、企業が効率的に運営されていることを示しており、キャッシュフローが良好である

こと を意味する。  

 

ROA  

Return on Assets の略で、「総資産利益率」とも訳され、  

企業がその総資産をどれだけ効率的に利用して利益を生み出しているかを示す指標。  

高い ROA は、企業が資産を効果的に利用していることを示すといわれる。  

 

ROE  

Return on Equity の略で、「自己資本利益率」とも訳され、  

企業の自己資本（株主資本）に対する当期純利益の割合を示す。  

高い ROE は、企業が株主の資本を効率よく使って利益を上げていることを示すといわれる。  

 

ROIC  

Return on Invested Capital の略で、「投資資本利益率」とも訳され、  

企業が投資した資本（株主資本と負債を含む）からどれだけの利益を生み出しているかを示す指

標である。 
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社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進  

今後、荷主企業には社内他部門、社外のステークホルダーを巻き込んで、物流の次元にとどまら

ず調達・生産・営業戦略の視点も踏まえながら、ロジスティクス改革を推し進めることが求めら

れると考えております。 

 

社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進について、物流・ロジス

ティクス部門として現状取り組めている項目を以下選択肢の中から選択してください。（複数選

択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社内他部門・ステークホルダーを巻き込んだロジスティクス改革の推進について、物流・ロジス

ティクス部門として今後取組が必要と考えている項目、取り組むべき課題として認識している項

目を以下選択肢の中から選択してください。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】  

DFL  

Design for Logistics の略で、ロジスティクスの効率化のために、  

製品・荷姿の再設計や、補充や物流プロセスの再構築まで遡った対策・考え方の総称 
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自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保 

今後、荷主企業には自社のビジネスの継続に必要な輸送力・物流キャパシティを定義し、物流効

率化の推進、適切な投資、物流事業者との関係深化、共同輸送・中継輸送実施等を通じて、必要

な物流リソースを確保することが求められると考えております。  

 

自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保について、物流・ロジスティクス部門と

して現状取り組めている項目を以下選択肢の中から選択してください。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社ビジネスの継続に必要な物流リソースの定義・確保について、物流・ロジスティクス部門と

して今後取組が必要と考えている項目、取り組むべき課題として認識している項目を以下選択 

肢の中から選択してください。（複数選択可） 
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物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献  

今後、荷主企業にはドライバー負荷軽減や BCP 対応、カーボンニュートラルの推進などの社会課

題解決に取り組み、物流・ロジスティクス起点での CSR・SDGs・ESG を推進することで、 

持続可能で豊かな社会の実現に貢献することが求められると考えております。 

 

物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献について、 

物流・ロジスティクス部門として現状取り組めている項目を以下選択肢の中から選択してくだ 

さい。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流・ロジスティクス起点の社会課題解決を通じた持続可能な社会の実現への貢献ついて、物

流・ロジスティクス部門として今後取組が必要と考えている項目、取り組むべき課題として認識

している項目を以下選択肢の中から選択してください。（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】  

BCP 

Business Continuity Plan の略で、事業継続計画との訳され、  

企業が自然災害、事故、テロ、パンデミックなどの緊急事態や危機が発生した際に  

事業を継続、または迅速に復旧するための計画を指す。 
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自由記述  

貴社での物流管理・運営における課題認識をご教示ください。  

 

 

 

 

貴社での物流統括管理者の任命に向けた課題認識や、今後の物流統括管理者の定義に向けた政省

令制定にあたってのご期待事項・ご不安な点があればご教示ください。  

 

 

 

 

 

会社情報・属性情報 

 

貴社は日本ロジスティクスシステム協会（JILS）の法人会員ですか？ 

 

 

 

 

貴社に対して本アンケートの案内があった業界団体名をご入力ください。  

（複数ある場合はすべてご入力をお願いします。不明の場合や貴社に直接案内があった場合には

空欄で結構です。） 

 

 

 

 

現在貴社は省エネ法による特定荷主の指定を受けていますか？（年間輸送量 3,000 万トンキロ以

上となる荷主は、「特定荷主」として、貨物の輸送量届出書の提出、中長期計画の作成、定期報

告が義務付けられています。） 

 

※参考 URL    

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/ob

ligation/index.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/obligation/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/obligation/index.html
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貴社の現在の物流・ロジスティクス部門のトップの方の役職を以下より選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社において物流統括管理者の任命が必要となった場合、物流統括管理者に任命する予定の方の

役職を以下より選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社の社名をご記載ください 
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貴社の代表的な事業の業種について、以下の選択肢より選択してください。 

 

o 101 ビール  

o 102 酒類  

o 103 清涼飲料   

o 104 乳製品   

o 105 食肉加工品   

o 106 調味料  

o 107 菓子   

o 108 小麦関連  

o 109 水産加工品   

o 110 その他食品  

o 201 繊維   

o 301 製紙   

o 302 加工品(製品) 

o 401 出版・印刷  

o 501 総合化学  

o 502 無機化学工業製品 

o 503 有機化学工業製品  

o 504 化学繊維 

o 505 日用雑貨 

o 506 プラスチック 

o 507 ゴム  

o 508 塗料  

o 509 医薬品  

o 510 化粧品 

o 511 その他化学工業   

o 601 石油製品･石炭製品   

o 701 窯業･土石･ガラス･セメント   

o 801 鉄鋼   

o 901 電線  

o 902 その他非鉄金属  

o 1001 金属製品  

o 1101 産業機械   

o 1102 工作機械   

o 1103 物流用機器   

o 1104 その他一般機器   

o 1201 総合電機   
 

o 1202 家電・ＡＶ  

o 1203 コンピュータ・周辺機器  

o 1204 通信機器  

o 1205 電気･電子部品   

o 1206 その他電気機器   

o 1301 自動車  

o 1302 自動車部品   

o 1303 その他輸送用機器   

o 1401 時計   

o 1402 光学・レンズ   

o 1403 医療機器   

o 1404 その他精密機器  

o 1500 その他製造業  

o 2001 総合商社   

o 2002 食品飲料  

o 2003 医薬品   

o 2004 日用雑貨･化粧品   

o 2005 繊維衣料品   

o 2006 機器   

o 2007 その他卸売業   

o 3001 百貨店  

o 3002 量販店  

o 3003 コンビニエンスストア  

o 3004 通販   

o 3005 ドラッグストア   

o 3006 生協   

o 3007 その他小売業   

o 4001 外食   

o 4002 中食   

o 5001 建設業(ゼネコン)  

o 5002 その他建設業   

o 5003 農林水産業(農協)  

o 5004 その他農林水産業   

o 5005 通信業   

o 5006 電力・ガス   

o 5007 その他  
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貴社の現在の資本金をご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

貴社の現在の従業員数をご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社の直近の決算年度の売上高の規模をご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご回答いただく方の氏名をご記入ください。 

 

 

 

 

ご回答いただく方の所属部署をご選択ください。 

 

 

 

 



- 78 - 

 

 

 

 

ご回答いただく方の役職をご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

ご回答いただく方のメールアドレスをご入力ください。  

 

 

 

回答いただいた方々には、本調査の集計結果をまとめた調査報告書（PDF 形式）をメールにて

ご提供いたします。調査報告書のご希望について以下にご回答ください 
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２. 統計分析結果詳細  

 ここでは、報告書本編では、紹介しきれなかった相関分析ならびに重回帰分析の結果の詳細を参考１～参考 13 に掲載する。 

 

参考１ ロジスティクスレベルおよび物流部門が担うべき責務についての相関分析の結果 
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参考２ ロジスティクスレベルおよび物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果① 
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参考３ ロジスティクスレベルおよび物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果② 
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参考４ ロジスティクスレベルおよび物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果③ 
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参考５ 物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果（現在×将来） 
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参考６ 物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果（現在×差異） 
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参考７ 物流部門が取り組むべき課題についての相関分析の結果（将来×差異） 
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参考８ 物流部門が担うべき責務とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果① 
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参考９ 物流部門が担うべき責務とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果② 
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参考 10 物流部門が取り組むべき課題とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果① 
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参考 11 物流部門が取り組むべき課題とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果② 
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参考 12 物流部門が取り組むべき課題とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果③ 
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参考 13 物流部門が取り組むべき課題とロジスティクスレベルの重回帰分析の結果④ 
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